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本事業の背景・目的は以下の通り

調査概要

本事業の背景と目的

• 貴庁では、これまでに、ERAB・分散リソース関連事業の活性化のために、関連する実証事業の実施し、ERAB

検討会等において取引ルール、サイバーセキュリティ対策の検討、およびその他市場活性化に向けた支援を実施

されてこられた。

• さらに、令和４年度には、「次世代の分散型電力システムに関する検討会」を立ち上げ、分散リソースの価値発

掘・評価、および分散型システムの構築を目指した検討を進めてこられた。

背景

• 分散型エネルギーリソースの更なる活用・普及推進に向けて、以下を実施する。

－ 系統全体や配電系統といった電力システムの中でDERの潜在価値を使い尽くし、アグリゲーター等の事業

者に更なる活躍をしていただくために、解決が必要となる課題の洗い出し・対応策の立案

－ 上記に向けた海外動向等も含めた各種調査や検討会の開催等

※以上を通じて、現行制度の見直し案を検討、関連する審議会等への意見具申に繋げる

目的
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ネガワット調整金に関する事業者の事態・ご意見等（１ / ２）

ネガワット調整金 ｜アグリゲーターヒアリングによる現状・課題整理｜現状・課題整理

課題 実態・ご意見等

契約時

契約調整に関わる業務負担
• 旧一電やネガワット調整金契約実績のある小売との契約調整はスムーズ

• 一方で、初めてネガワット調整契約を締結する小売に対しては、ネガワット調整金の説

明が必要になり、工数が増加することで、アグリにとって負担になっている

旧一電における調整金単価の非

合理性

• 旧一電ではネガワット調整契約締結向けに要綱を作っており、価格について交渉の余地

がない上、複数需要家グループ（ベースライングループ）で契約する場合、最も調整金

単価の高い需要家の単価でしか契約できず、理不尽である

• 複数需要家グループ（ベースライングループ）での契約における単価の設定方法に

ついてもガイドラインに記載できないか

調整契約が結べないケースの扱い

• 契約容量が小さい場合、小売における業務コストがネガワット調整金を上回るケースがあ

り、ネガワット調整契約を締結せずにDRを実施するケースがある

• ネガワット調整契約について知見がない等により、契約を拒否されたケースがある

• 経済DRにおいて類型1②を運用する体制がない新電力がおり断られることが多く、

特に断ったうえで同じ需要家と類型1①で契約しているケースもあり、適正取引の観

点から許容されうるのか疑問

需要家からの契約先小売に関する

情報共有

• 需要家から契約先小売を通知してもらう現行の方法では、契約先小売情報についての

情報共有まで時間がかかる他、需要家が契約先小売切り替えを行った場合の契約変

更情報共有にも時間がかかり、業務に支障が出ている

• 情報共有が遅れることにより、不要なネガワット調整金を旧契約先小売に払ってし

まう他、新契約先小売とのネガワット調整契約が遅れる

• 小売から情報共有を行う形に変更できないか（ガイドラインへの記載等）

◼ネガワット調整金に関する課題について、アグリゲーター各社へ行ったヒアリングによって得られた実態・ご意見等は

下記の通り。（１ / ２）

出所）アグリゲータ各社へのヒアリングよりNRI作成
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ネガワット調整金に関する事業者の事態・ご意見等（２ / ２）

ネガワット調整金 ｜アグリゲーターヒアリングによる現状・課題整理｜現状・課題整理

課題 実態・ご意見等

契約時
ネガワット調整契約にお

ける情報の非対称性

• 現状の直接協議スキームでは一方的な情報開示となり、小売による巻き取り営業が可能となっている

• 第三者スキームとすれば、情報の非対称性がなくなり公平な競争ができる上、アグリとしても需要家の契約

先小売に関する情報が不要となり、小売側の単価をベースとしたaでのネガワット調整金単価を採用しやす

くなる

精算時
精算時のフォーマットの

統一
• ネガワット調整金精算において、小売毎にフォーマットが異なり業務負荷増加につながっている

◼ネガワット調整金に関する課題について、アグリゲーター各社へ行ったヒアリングによって得られた実態・ご意見等は

下記の通り。（２ / ２）

出所）アグリゲータ各社へのヒアリングよりNRI作成
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アグリゲーターヒアリングによる現状・課題は下記の通り。

ベースライン｜アグリゲーターヒアリングによる現状・課題整理

課題 実態・ご意見等（要約）

ベース

ライン

（高圧）

設定時

容量市場における

ベースライン候補

【新たな計算方法追加の必要性なし】

• High 4 of 5のベースラインで不便に感じることもあるが、需要家毎に

計算方法が変わることも負荷であるので、現行のHigh 4 of 5のみ

のままとしてほしい

• ベースラインテストの実施結果、High 4 of 5の結果が悪い場合、

曜日を限定する等、他の参入形態でリソースを活用するという選択

をとっている

【新たな計算方法追加の必要性あり】

• DR精度が悪い場合、大幅に予測を外しネガワット調整金額が高

額になることもあり、事前予測型等何か別の計算方法があればう

れしい

ベースラインの在り方

• 経済DRが増加してきた際に、High 4 of 5では経済DR実施日は

算定除外日に当たらないため、ベースラインが実態と乖離したもの

になると懸念

運用時

ベースライン算定と小

売への指令における

運用上の不整合

• 当日補正の対象時間が5~2時間前であるのに対し、小売に対する

指令は遅くても2時間前であり、小売に対し当日補正を加味した正

しいベースラインの共有ができない

ベース

ライン

（低圧）

設定時
容量市場における

ベースライン候補

• 容量市場向けにおいて、一般家庭向けにはHigh 4 of 5は適切と

は言えないため、他のベースライン計算方法の選択肢が欲しい

出所）アグリゲータ各社へのヒアリングよりNRI作成
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European Commissionでは、主なベースライン計算方法としてXofYに加え、重み付け平均、

回帰、類似日の方法を整理。

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ EU ｜ ベースラインの類型

出所）European Commission 「Recommendations for baseline load calculations in DR programs V1」（2019）

X of Y

（High X of Y/

Middle X of Y）

• DR実施日のY日を情報として使用し、その中から最も重要なX日を選ぶ方法

• 主に負荷上位X日を選ぶ方法（High X of Y）と、負荷平均X日を選ぶ方法

（Middle X of Y）がある

Weight Average

重み付け平均

• DR実施日の前日のベースラインと、当日の計測不可の重み付け平均によって算出する

方法

• 週末や祝日のベースラインは計算されない

Regression

回帰

• 顧客固有の回帰分析により、前日の負荷、気象条件、カレンダーデータ、システム需要、

時間帯に基づいて負荷を推定する

• 負荷に影響を与える変数を多く考慮に入れており、ベースライン手法の中で最も正確で

複雑な場合がある

Comparable day

類似日

• ベースライン作成にヒストリカルデータを活用し、過去の類似の条件を1日だけ選ぶ方法

• 予測したい日に最も類似した日を選ぶために、気象条件や曜日等のデータを考慮する

必要がある

Baseline adjustment

ベースライン調整

• DR実施日前の顧客の負荷プロファイルには複数の要因が影響し、実施日と前日までの

状況が異なる可能性がある場合、補正を行う

• 主に乗算調整と加算調整がある

主な

ベースライン

の計算方法
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ベースライン計算方法を、コントロールグループで計算する方法、DR実施日直近の電力使用量

をもとに計算する方法、DR実施日と気象条件が近い日を元に計算する方法に分類

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの類型

Control Groups Day Matching Weather Matching

• 総合的にほぼ同一の負
荷パターンを持ち、同じ気
象パターンと条件を持つ
グループで計算

• DR実施日直近の電力使用量をもとに、ベースラインを
計算

• 対象日に関するルールや対象日から計算に用いられる
日のルールが設けられる

• 気象条件が類似したDR非実施日をもとに、ベースライン
を計算

• 対象日は幅広く、そのうち気象条件がDR実施日に近い
ものを採用して計算する

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」

ベースラインの類型
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ベースライン評価においては、需要削減を正確に測定しているか（正確度）、正確でない場

合どの程度正しい値から逸脱しているか（精度）を評価している

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの評価の方法

◼下記プロセスをわずかに異なるサンプルを使用して何百回も繰り返し、ベースラインエラーの分布を作成する

需要家のサンプリング

需要家負荷のアグリゲート ベースロードの推計 DR効果の推計

DR実績と推定値の比較正確度と精度の計算

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」

ベースライン評価のプロセス
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正確度はバイアスに対する指標であり、精度は典型的な予測が実測値にどれだけ近いかを表

す指標。本ベースライン評価においては、正確度、精度を下記の通り定義している

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの評価の方法

◼ 正確度

⚫ 平均パーセントエラー (MPE)：予測値と実績値との間のパーセントの平均誤差

◼ 精度

⚫ 平均絶対パーセントエラー (MAPE)：予測値と実際の値との間のパーセントの平均誤差

⚫ CV(RMSE) (Coefficient of Variation of Root Mean Squared Error)：平均二乗誤差の平方根の変動係数

正確度と精度の関係 本ベースライン評価における正確度と精度の計算方法

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」
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（参考）ベースライン調整

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの評価の方法

◼DR実施時間帯前後の電力使用パターンに基づいてベースライン調整を実施

ベースライン調整の例

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」
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コントロールグループを開発する上では、①バイアスがほとんどないこと ②日や時間毎の誤差

幅が90%の信頼区間で10%未満であること ③アグリゲート数が150以上であること が重要

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの評価の概要

コントロールグループ*の主要な要件

*コントロールグループ：総合的にほぼ同一の負荷パターンを持ち同じ気象パターンと条件を持つ複数需要家によってベースラインを計算する際の、需要家グループを指す

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」



21Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

DR実施時間前のみによる調整より、DR実施時間前後を考慮した調整の方が、正確度、精

度共に良好（値が0に近い）であることが示されている

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ CAISO ｜ ベースラインの評価の概要

ベースライン調整方法による正確度、精度の違い

出所）Nexant 「California ISO Baseline Accuracy Assessment」
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ベルギーでは、5つの評価軸でべースラインを評価。精度（Accuracy）、簡素さ

（Simplicity）に重点を置きつつ、包括性（Inclusivity）等も評価対象としている

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ベルギー Elia（TSO） ｜ ベースラインの評価の概要

出所）elia “Baseline methodology assessment”（2021）

基準 概要 重み

精度

（Accuracy）

• 精算・制御に対してベースラインが十分に正確かどうか、フレキシビリティの調達量計算

に対してベースラインが十分に正確かどうかを示す
35%

簡素さ

（Simplicity）

• 評価方法・基準の実装および運用、利用の難易度・複雑さを示し、正しいデータ収集

や計算の実行およびデータのやり取りが含まれる

• また、FSP（Flexibility Service Provider）がベースライン計算を行う上での容易さ/

実現性についても考慮

30%

包括性

（Inclusivity）

• 評価方法・基準がさまざまな種類のリソースに対して正確なベースラインを提供できる程

度を示す

• 一部の評価方法は特定の技術、需要家タイプおよびリソースポートフォリオにのみ適用

可能または正確である場合がある

15%

完全性

（Integrity）

• 特定の評価方法・基準を用いる際のゲーミング機会や戦略的行動の可能性に関連す

る指標
15%

マルチユースの促進

（Facilitation of 

value stacking）

• 評価方法・基準が促進するマルチユース機会を示す

• マルチユース（value stacking）は、FSPが同じリソースを使用して異なる市場やサービ

スに同時に参加し、複数収益源から収益を得ることを指す

5%

評価基準
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6つのベースライン計算方法について、前頁の評価方法に則って評価を実施

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ベルギー Elia（TSO） ｜ ベースラインの評価の概要

評価対象のベースライン計算方法

ベースライン計算方法 概要

Meter Before - Meter After 

(MBMA)

• DR実施前の単一のメーター値又は、複数のメーター値の平均/中央/最大/最小

を元にベースラインをベースラインを計算する方法

Historical baseline 

methodology

• DR実施前数日のメーター値を元にベースラインを計算する方法（High X of Y

等）

Declarative baseline 

methodology
• FSP固有の予測方法に基づいてベースラインを計算する方法

Regression-based baseline 

methodology
• 回帰モデルとヒストリカルデータを用いてベースラインを計算する方法

Calculated baseline 

methodology
• 天候条件等の外部パラメータに基づいてベースラインを計算する方法

Control group baseline 

methodology

• DRに参加していない類似の顧客・リソースの測定値の平均値/中央値を元にベー

スラインを計算する方法

出所）elia “Baseline methodology assessment”（2021）
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（参考）容量市場相当の市場向けには、Historical with same-day adjustmentによる

ベースライン計算の評価が高い

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ベルギー Elia（TSO） ｜ ベースラインの評価の概要

strategic reserves（容量市場相当）を対象としたベースライン評価

出所）elia “Baseline methodology assessment”（2021）

5 - Excellent

4 – Good

3 – Average

2 – Fair

1 – Poor
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（参考）需給調整市場相当の市場向けには、MBMAやHistorical with same-day 

adjustmentによるベースライン計算の評価が高い

ベースライン｜海外におけるベースラインの状況｜ベルギー Elia（TSO） ｜ ベースラインの評価の概要

mFRR（需給調整市場相当）を対象としたベースライン評価

出所）elia “Baseline methodology assessment”（2021）

5 - Excellent

4 – Good

3 – Average

2 – Fair

1 – Poor
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経済DRを活用していくうえで、High 4 of 5における算定対象日に関する課題感が強い模様。

ベースライン｜高圧ベースラインに関わる論点整理

現状と課題 主な論点

論点①
【容量市場ルール】

ベースライン計算方法の指定

• ベースライン計算方法としてHigh 4 of 5が指定されており、

他の計算方法は認められていない

• リソースによってはHigh 4 of 5によるベースラインの精度が悪

く、他のベースライン計算方法も検討したい

• High 4 of 5以外の計算方法も認めるか

論点②

【ERABガイドライン】

High 4 of 5の

補正方法

• 当日補正の対象時間は5~2時間前

• 小売に対する指令は遅くても2時間前であり、小売に対し

当日補正を加味した正しいベースラインの共有ができない

• 補正の方法を変更すべきか

• 変更する場合の補正方法および小売へのベースライン共有

に関わる運用をどう変更するか

論点③

【ERABガイドライン】

High 4 of 5の算定対象日が過

去30日で不足する場合

• 経済DR実施日が増加するにつれ、過去30日以内に算定

対象日が4日未満となるDR対象日が増加する

• ベースライン精度の観点で、現行の計算方法（対象日が

不足する場合にDR実施日を含めて計算する方法）を変

更する必要がないか

• 変更する場合の計算方法について（30日以上遡って対象

日とする等）

論点④

【ERABガイドライン】

High 4 of 5の

算定除外日

• 経済DR実施日は現状算定除外日に当たらない

• 経済DR実施日が増加した際に、ベースラインが実態と乖離

したものになりうる

• High4 of 5計算時に経済DR実施日を除外すべきか否か

• どの経済DRを対象とするか

• 経済DR日の共有方法について（小売はアグリの経済DR

日を把握できず、アグリの自己申告制となりうる）

出所）アグリゲータ各社へのヒアリングよりNRI作成
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参考資料

ベースライン｜低圧ベースラインに関わる検討｜ 必要データ｜ 海外における使用データ概要

機関・企業 エリア 需要家

セグメント

レポート名 発表時期 概要

データ期間 対象需要家数 データ種別
（※確認できたもののみ記載）

XEnergy アメリカ 業務産業

需要家

Protocol Development for 

Demand Response 

Calculation 

2002年 2年以上 646 • 電力データ

• 需要家情報（商業施設か

産業施設か、weather-

sensitiveかどうか）

• DRイベント日

BERKELEY 

LAB

カリフォルニ

ア州

業務産業

需要家

Estimating DR Load 

Impacts: Evaluation of 

baseline load models for 

commercial buildings in 

California

2007年 1～2年 32 • 電力データ（1時間毎）

KEMA 北米 業務産業

需要家

PJM Empirical Analysis of 

Demand Response Baseline 

Methods

2011年 2年以上 4500以上 • 電力データ

• マスタ情報

• DRイベント日

DNV-GL マサチュー

セッツ州

業務産業

需要家

Evaluation of 2017 Demand 

Response Demonstration: 

C&I Connected Solutions

2018年 2年 99 • 電力データ

Oakley 

Greenwood

ビクトリア州、

ニューサウス

ウェールズ州

業務産業

需要家

家庭需要

家

Baselining the ARENA-

AEMO Demand Response 

RERT Trial

2019年 3年 Residential:：6448

Commercial：228

Industrial：37

• 電力データ
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参考資料

ベースライン｜低圧ベースラインに関わる検討｜ 必要データ・データ取得方法 ｜ 海外における需要家セグメンテーション

機関・企業 レポート名 評価したBL 需要家のセグメンテーション

XEnergy Protocol Development for 

Demand Response 

Calculation 

• Averages

• Regression Models

• Adjustment to 

precurtailment hours 

• Weather-Based 

Adjustment

• 需要量が気候の影響を受けやすいかどうか

• ある時間帯における日ごとの需要変動が大きいかどうか

• ベースラインを計算する当該年にDRを実施しているかどうか

BERKELEY LAB Estimating DR Load Impacts: 

Evaluation of baseline load 

models for commercial 

buildings in California

• Simple average

• Enemoc

• High X of Y

• Regression Models

• 需要量が気候の影響を受けやすいかどうか

• ある時間帯における日ごとの需要変動が大きいかどうか

KEMA PJM Empirical Analysis of 

Demand Response Baseline 

Methods

• High X of Y

• day-Matching

• Regression

• etc

• 需要量が気候の影響を受けやすいかどうか

• ある時間帯における日ごとの需要変動が大きいかどうか

• 需要家サイズ

DNV-GL Evaluation of 2017 Demand 

Response Demonstration: 

C&I Connected Solutions

• Nomination

• Historical baseline

• Regression

-

Oakley Greenwood Baselining the ARENA-AEMO 

Demand Response RERT 

Trial

• 10 of 10 • 需要量が気候の影響を受けやすいかどうか

• ある時間帯における日ごとの需要変動が大きいかどうか

• 太陽光発電の影響を受けるかどうか
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High 4 of 5（当日調整あり）におけるベースラインの算定方法の概要 1/2

標準ベースライン算定に関する解説資料案

Step1
対象日の決定

Step2
補正前ベースラインの算出

Step3
標準ベースライン

の算出

Step1-1
候補日の抽出

ステップ概要 ステップ詳細

候補日を決定

（※対象日の候補となる日）

DR実施日から直近30日間で下記を除く直近5日（候補日）を抽出する

① 土曜日・日曜日・祝日

② 過去のDR実施日

③ DR実施時間帯において、「消費電力が極端に少ない日」

※「消費電力が極端に少ない日」とは、DR実施時間帯における平均消費

電力が、直近5日間のDR実施時間帯における平均消費電力の平均値

（＝総平均）の25％未満の日とする（Q＆A Q1参照）

Step1-2
対象日の選定

Step1-1で決定された候補日から

対象日を選定

（※補正前ベースラインの算出デー

タ元）

候補日の中から、 DR実施時間帯における平均消費電力が最も小さい日を

除き、残った4日間を対象日として選定する

Step1-2で導出された対象日から

補正前ベースラインを算出

30分毎に対象日の消費電力の平均を算出し、補正前ベースラインとする

（DR実施時間帯5時間前～DR実施終了時間を計算範囲とする）

DR実施当日の消費電力と補正前

ベースラインの値を比較し、

当日調整値を算出

DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の計6コマについて、

「DR実施日当日の消費電力」-「Step2で算出された補正前ベースラインの値」

を計算し、それらの平均を当日調整値として定める

補正前ベースラインに当日調整値を

加算し、標準ベースラインを算出

DR実施時間帯における補正前ベースラインの値に、Step3-1で求めた

当日調整値を加算し、標準ベースラインとする

Step3-1
当日調整値の

算出

Step3-2
補正前

ベースラインへ

加算

以下にDR実施日が平日の場合におけるHigh 4 of 5（当日調整あり）の算定方法の概要を示す
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High 2 of 3（当日調整あり）におけるベースラインの算定方法の概要 2/2

標準ベースライン算定に関する解説資料案

Step1
対象日の決定

Step2
補正前ベースラインの算出

Step3
標準ベースライン

の算出

Step1-1
候補日の抽出

ステップ概要 ステップ詳細

候補日を決定

（※対象日の候補となる日）

DR実施日から直近30日間で下記を除く直近3日（候補日）を抽出する

① 平日

② 過去のDR実施日

③ DR実施時間帯において、「消費電力が極端に少ない日」

※「消費電力が極端に少ない日」とは、DR実施時間帯における平均消費

電力が、直近3日間のDR実施時間帯における平均消費電力の平均値

（＝総平均）の25％未満の日とする

Step1-2
対象日の選定

Step1-1で決定された候補日から

対象日を選定

（※補正前ベースラインの算出デー

タ元）

候補日の中から、 DR実施時間帯における平均消費電力が最も小さい日を

除き、残った2日間を対象日として選定する

Step1-2で導出された対象日から

補正前ベースラインを算出

30分毎に対象日の消費電力の平均を算出し、補正前ベースラインとする

（DR実施時間帯5時間前～DR実施終了時間を計算範囲とする）

DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の計6コマについて、

「DR実施日当日の消費電力」-「Step2で算出された補正前ベースラインの値」

を計算し、それらの平均を当日調整値として定める

補正前ベースラインに当日調整値を

加算し、標準ベースラインを算出

DR実施時間帯における補正前ベースラインの値に、Step3-1で求めた

当日調整値を加算し、標準ベースラインとする

Step3-1
当日調整値の

算出

Step3-2
補正前

ベースラインへ

加算

以下にDR実施日が休日の場合におけるHigh 2 of 3（当日調整あり）の算定方法の概要を示す

※High 4 of 5（当日調整あり）と異なる箇所について赤字で示す

DR実施当日の消費電力と補正前

ベースラインの値を比較し、

当日調整値を算出
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Q＆A 

標準ベースライン算定に関する解説資料案

Q 質問内容 回答

Q1 総平均を計算する際の分子（直近5日間のDR実施時間帯における平均消費電力）に

ついて、「直近5日間」は以下のどちらの解釈となるか

A.

候補日の条件を満たすかどうかの判定で、総平均が25％未満のものが

あるかどうか判定する時に、判定対象となる5日間（判定後に候補日として確定されるも

の）

例）p7ページの例の場合、16日、17日、21日、22日、27日であり

判定対象によって都度変化しうる

B.

下記①②を除く日のうち、DR実施日から直近の5日間

①土曜日・日曜日・祝日

②過去のDR実施日

例）今回の例の場合、17日、21日、22日、24日、27日であり

判定対象に依存しない

Aの解釈である

Q2 母数となる日のデータが２日以下の場合、以下のどちらの解釈となるか

A. 

最も大きい日を不足日数分複製し、算出対象に加える

例）２日分足りない場合：最も大きい日を２日分に複製し、算出対象に加える

３日分足りない場合：最も大きい日を３日分に複製し、算出対象に加える

B.

最も大きい日から順に、不足日数分を、算出対象に加える

例）２日分足りない場合：最も大きい日と２番目に大きい日を、算出対象に加える

３日分足りない場合：最も大きい日、２番目に大きい日、３番目に大きい日を、

算出対象に加える

Aの解釈である
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計量方法とベースラインの決定方法、不正防止策に関するまとめ

機器点計量における不正防止策｜海外における動向

CAISO PJM イギリス

計量方法

一次相当
• DRとしての参加形態では対象外

（DERとしての参加では対象となり、機器

点計量が用いられる）

• 受電点計測 / 機器点計量
• 機器点計量 / 受電点計測※

※明記されていない

二次相当
• 受電点計測 / 機器点計量※

※PDRとして登録の場合
• 受電点計測

• 機器点計量 / 受電点計測※

※明記されていない

三次相当
• 受電点計測 / 機器点計量※

※PDRとして登録の場合
• 受電点計測

• 機器点計量 / 受電点計測※

※明記されていない

（機器点計量に関する）ベース

ラインの決定方法

• 統計的推計負荷が基本
（MGO、MGO with CBL、EVSE、

PDR-LSRが存在。それぞれ算定方法は

異なり、5in10、10in10、過去90日のう

ち最高気温が近い4日間の平均など）

• （機器点計量が許可されている一

次相当では）ベースラインによる評価

ではない
※AGCシグナルへの追従性等で評価

• Short Term Operating Reserve 

の場合:事前事後計測(発動指令が

来る3分前+発動指令が出た1分間の、

計4分間の平均MW)

不正防止策

対リソース全体
• -

(明確な対応策を発見できていない)

• 立地に関する要件

• 単線結線図の提出などの不正防

止・正確性担保に関する要件

• 実績監視の要件（リソースのオンラ

イン監視）

• 全リソースをオンラインで監視

• 改ざんができない粒度（10秒値）

でオンラインで系統運用者に情報を

提出

• システム上で指令応動の確認

• 不正発覚時の高いペナルティ強度

※OCCTO資料より（OCCTOによるヒアリング

結果）

• パフォーマンス保証フレームワークに

則った設備の独立性チェック

対低圧・アグリ

ゲーションリソー

ス

• -

(明確な対応策を発見できていない)

• アグリゲーションリソースに対する実績

監視の要件（リソースのオンライン監

視は不要だが、事後実績データの提

出が必要）

• - 

(明確な対応策を発見できていない

⇒高圧と共通と想定される)
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（参考）機器点計量に関する諸外国の概況

機器点計量における不正防止策｜海外における動向

国 概況

CAISO

• 蓄電池の普及後押しの背景の中、機器点計量を認める議論を実施し、機器点計量を本格的

に許容する制度を導入された（2015年。その後、現在に至るまで改定も実施）

• 具体的には、①DRリソースの評価方法として機器点計量値を活用する方法（ベースライン）の

導入に加え、②個別のDERリソースとして市場参入登録形態（評価は機器点計量値により実

施）も導入した

PJM
• DR普及拡大の流れの中で、蓄電池や自家発の活用が主となる一次調整力相当のみについて、

DR評価の方法としての機器点計量を認める制度が導入された（2012年）

ドイツ

• 需給調整市場の評価ルール上、従来より機器点計量が求められる

（需給調整市場における調整力の評価が、機器点毎の合計により実施されるため、そもそも機

器点計量が求められる制度となっている）

イギリス

• 従来より、調整力市場に参加するnon-BM*のリソース（BMに参加しないリソース。主にDER）

には、機器点計量も用いられてきた

• なお、BMというこれまで受電点計測しか認められてこなかった市場においても、直近ではアグリゲー

ターの参加が認められるようになり、2022年6月から機器点計量も許可される予定

（アグリゲーターの要求にこたえる形で、議論が始まり、機器点計量導入が決まった）

*BM：Balancing Mechanism











57Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出光興産以外にも4事業者がコンソーシアムを組み、ダイナミックプライシングにより、

消費者の行動変容を起こせるかどうかの実証実験を実施した

収益源と契約形態の在り方 ｜ 料金型×行動変容

コンソーシアムリーダー 各社の取組の概要

出光興産 • 午前1~5時、午前10時～午後2時を割引時間帯として設定し、通常19~26円/kWの電気料金が

最大で10円/kWまで割引される見込み(割引額は日々変動)

• スマートフォンアプリを通じて安い時間帯を通知し、消費者に充電を促す

アークエルテクノロジーズ • 30分単位でJPEXスポット価格に連動した電気料金を設定

• AI予測を元に電気料金が安い時間帯に充電を優先して行い、電気料金が高い時間帯ではV2Hと

して制御しEVに充電された電力を家庭で使用

メディオテック • JPEXスポット価格に連動した電気料金を設定

• スマートフォンアプリを通じて、最も経済性が出る充電タイミングを消費者に示唆

エフィシエント • JPEXスポット価格に連動して、時間帯に応じた割引価格と割増価格の2つの電気料金を設定

• 割引、割増価格が適応されるそれぞれの時間帯は前日に決定され、消費者に都度通知する事で

割引価格で提供される時間帯での充電を促す

MCリテールエナジー • JPEXのスポット価格が最も安い時間帯の4時間を無料充電時間として設定

• 前日正午までにSNSアプリ、またはメールを通じて無料時間を通知し無料時間での充電を促す

◼ 経済産業省はダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業を実施しており、以下の5事業者がそれぞれコンソーシアム

を組んで実証実験に取り組んだ

◼ 各社はそれぞれの仕組みで消費者にダイナミックプライシングによる充電サービスを提供し、消費者の行動変容を促す事を目指した

出所）令和３年度 ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業 各社成果報告
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欧州や米国では、EV保有者をターゲットとした電気料金メニュー（ダイナミックプライシング

等）が提供されつつある

収益源と契約形態の在り方 ｜ 料金型×EV充電

出所）SII 令和4年度 蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業補助金（ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業）

「実証事業活動事例と、海外での参考事例紹介」

海外におけるEV保有者等を対象とした電気料金メニュー
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mosaic powerは、電気温水器を制御リソースとして、米国PJMの周波数調整市場に参入。

補助金に頼らずに事業性を成立させており、既に1.5万弱のリソースを集約

収益源と契約形態の在り方 ｜ 制御権型 ｜ mosaic power

◼需要家の電気温水器の制御サービスを提供するmosaic powerは、2013年からPJM管内の集合住宅向けに

Water Heater Efficiency Network (WHEN)を設置している。

◼同社の主な収益源はPJMの周波数市場。

出所）mosaic powerウェブサイト https://mosaicpower.com/ （2022月2月10日時点）より作成

mosaic power概要

制御実績（2022/2/10アクセス時点）

• リソース数：14,602

• リソース・オーナーへのメリット累積総額：2百万ドル以上

• 年間のCO2削減量：21,903トン

• PJM管内各地の集合住宅等で設置がされている
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ENECHANGEは小売事業者向けにDRプラットフォームを提供。

2021年には、サミットエナジーと協業し、スマートリモコン・スマートプラグを活用した実証を実施

収益源と契約形態の在り方 ｜ 制御権型 ｜ ENECHANGE 「スマートデバイス型DR」

◼ 需要家は、DR発動日の前日にメールで翌日の節電協力時間帯の通知を受け取り、DR当日あらかじめスマートデバイスと紐づけられ

たエアコン等の対象家電に対し、スマートデバイス経由で一定時間自動制御を行うことで節電量を創出

◼ 節電量等に応じてポイントが付与され、獲得ポイント数に応じてメリットが参加者に還元

◼ 参加者は行動変容による節電アクションをプラスすることでより多くのポイントを獲得可能

スマートデバイス型DRの概要 2022年のDR結果

出所）エネチェンジ HP https://dr.smapenergy.com/（2023/8 時点） より作成

制御機器の設定 DR時間帯の通知 機器を自動で制御 変化量を確認 報酬を受け取る

• スマートリモコンと

スマートプラグを受

け取り、接続機

器の設定を行う

• メールやLINEなど

で、翌日のDR発

動時間を通知

• 通知内容に基づ

き、DR時間帯に

自動的に機器を

制御することで、

変化量（ネガ

ワット）を創出

• 需要家が創出し

た変化量は、マイ

ページから確認可

能

• 変化量の創出量

等に応じ、需要

家はメールなどで

インセンティブを受

け取る

「暖房運転20℃設定」を遠隔設定

（2022年冬）

DR指令時間帯の

デマンド削減量

0.1~0.35kWh/コマ
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ダイナミックプライシングメニューの提供方法は、各国・各州で異なる

海外における料金型DRの普及状況 ｜ （参考）諸外国のダイナミックプライシングの法規制

* Estimated participation is based on historical trends

※なお、ダイナミックプライシングの提供を小売電気事業者に対して規制しているかどうかは未調査

出所）Ahmad Faruqui and Cecile Bourbonnais “Time of Use Rates: An International Perspective” 2020年6月より作成

国・州 料金タイプ 提供方法 需要家の参加率・参加数

Arizona (APS, SRP) Time-of-Use (TOU) Opt-in APS: 57%, SRP: 36%

California (PG&E, SCE, SDG&E) Time-of-Use (TOU) Default (2020) TBD – 75-90%*

California (SMUD) Time-of-Use (TOU) Default 75-90%*

Colorado (Fort Collins) Time-of-Use (TOU) Mandatory 100%

Illinois (ComEd, Ameren IL) Real-Time Pricing (RTP) Opt-in 50,000

Maryland (BGE, Pepco, Delmarva) Peak Time Rebate (PTR) Default 80%

Michigan (Consumers Energy) Time-of-Use (TOU) Default (2020) TBD – 75-90%*

Oklahoma (OG&E) Variable-Peak Pricing (VPP) Opt-in 20% (130,000)

Canada (Ontario) Time-of-Use (TOU) Default 90% (3.6 million)

France Time-of-Use (TOU) Opt-in 50%

Great Britain Time-of-Use (TOU) Opt-in 13% (3.5 million)

Hong Kong (CLP Power Limited) Peak Time Rebate (PTR) Opt-in 27,000

Italy Time-of-Use (TOU) Default 75-90%*

Spain Real-Time Pricing (RTP) Default 40%

ダイナミックプライシングに関する各国・各州の料金タイプと提供方法、参加状況（2020年６月時点）
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カリフォルニア州では、TOUに加え、準固定変動型や非コミット型リベートを提供している小売

が多い

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州

一般的な名称

概要

各種料金への対応状況（新規加入可否）

PG&E
Pacific Gas and Electric

SCE
Southern California 

Edison

SDG&E
San Diego Gas & 

Electric

SMUD
Sacramento Municipal 

Utility District

LADWP
Los Angeles 

Department of Water 

and Power

CPA
Clean Power Alliance

ー

（Fixed 

tariff）

• 時間帯に関係なく一律の単価が設定

されており、変更されない

• 使用量が増えるほど単価が高く設定

○ ○ ○ ○ ○ ○

Time of Use • 時間帯に応じて数段階の単価が設定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Critical Peak 

Pricing

• 需給ひっ迫タイミングに、高い単価を設

定
× ×

○

TOU-DR-P Pricing 

Plan
○ × ×

Real Time 

Pricing

• 各コマの卸価格に連動して常時単価

を設定
× × × × × ×

EV tariff

（TOU）

• EV充電向けに、夜間等に安価な単価

を設定
○ ○ ○ ○ × ○

EV向けTOUメニューは、EVのみを対象とし、専用メーターの設置が必要（測り分け前提）

出所）各社HP
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SCEでは、非コミット型や制御権型の料金メニューを提供している。

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ 制御権型/非コミット型リベート（SCE)

◼ Summer Discount Plan：SDPイベント中に、SCEが自動的にエアコン制御を実施（制御権型）

◼ Smart Energy Program：SEPイベント中に、最大4回までSCEが自動的にエアコン制御を実施（制御権型）

◼ Power Saver Rewards Program：PSRイベント中に、電力使用量を削減することで報酬を獲得可能。なおプログ

ラムへ参加しない場合においても罰則はない（非コミット型リベート）

SCE 制御権型/非コミット型リベート

制御権型 非コミット型リベート

出所）SCE HP https://www.sce.com/residential/demand-response
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DP促進の観点では、大手電力におけるTOUへの移行が義務化されており、各社共に2019、

2020年から移行開始。また足元では、大手小売に対するRTP提供も義務化された。

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ DP普及促進に関連する制度・施策

制定・提供者 概要

建築物エネルギー基準

（2022）
• CA州

• 蓄電池設置義務、または設置レディの義務

• 電気ヒートポンプ機器の奨励（一部義務）

• ガス機器を使用する場合は、オール電化レディの義務

The Switch Is On
• 建物脱炭素

化連盟

• The Switch Is Onは、建物脱炭素化連盟によって資金提供される消費者啓発キャンペーン

• The Switch Is Onのサイトでは、獲得可能なインセンティブや認定請負業者等についての情報を提供している

Golden State Rebates

• CLEAResult

（CPUCの指

導の下）**

• エアコン、スマートサーモスタット、電気ヒートポンプ給湯器、ガス給湯器に対する即時リベートクーポンを提供

• リベートクーポンは参加小売店で使用可能

Comfortably CA

• CLEAResult

（CPUCの指

導の下）**

• 高効率の住宅および商業用暖冷房設備に関するリソースを提供する、州全体のエネルギー効率プログラム

• 直接的な顧客インセンティブやリベートの提供はしていない

**PG&E、SCE、SoCalGas、SDG&Eのカリフォルニアの四つの投資所有公益事業（IOUs）の資金提供によって実施

制定・提供者 概要

Residential Rate 

Reform

（2015~2019）

• CPUC

• 電力料金改革により、①段階料金の価格差の是正（段階を減らし、価格差を抑える） ②大手電力会社

に対するTOU移行義務（移行後顧客選択権あり）を課し、SDG＆Eは2019年3月から、SDG＆Eは2020年

10月から移行を実施するよう定めた*

TOU Pilot Program

（2016）
• CPUC

• TOUに関する住宅向けパイロットプログラム

• 2019年までに住宅顧客をデフォルトでTOUに移行するための情報収集（TOU導入による電力消費変動、行

動変容について）を実施

Load Management 

Standards（2022）
• CEC

• 大手電力会社、CCAに対する下記の義務化

• 少なくとも1時間ごとに変動する小売電気料金を開発し、顧客に提供すること

• Market Informed Demand Automation Server（MIDAS）データベースに、時間変動料金を提供し、

更新すること

• サードパーティサービスによる顧客の料金情報へのアクセスをサポートするための標準ツールを開発すること

• 時間帯別料金や自動化技術に関する情報を、既存の顧客教育やアウトリーチプログラムに統合すること

*なお、TOUへの移行に関する顧客への情報提供・周知が十分でなく、結果として顧客満足度が下がっている状況にある

DP促進策

電化・

高効率化

設備普及

促進策
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大手小売三社により、複数のTOUメニューを用いて実証が行われ、ピーク時のデマンド削減効

果としては3~6%であり、また冬より夏の効果の方がTOUの削減効果が大きいことが分かった。

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program

プログラムの

概要

• CPUCによって決定されたTOU導入に向けた、カリフォルニア州全体の住宅向けオプトイン時間帯別使用料金（TOU）プライシングパイ

ロット（2016~2017年）

• PG&E、SCE、SDG&Eの大手小売三社が参加。各社はそれぞれ複数のTOUメニューのオプションを用意し、各オプションに対し5万世帯

以上の顧客を割り与て、TOU導入によるデマンド削減の効果・需要家の支払額への影響について、データ取得・分析を実施

• 各オプションに対する需要家の割り当ては、選択バイアスを排除するために無作為に割り当てを実施

デマンド削減

の効果

• ピークタイムにおけるデマンドの削減率は3~6%程度

• ほとんどのTOUメニューにおいて、冬より夏の方がデマンドに対する削減率、削減kW共に大きい結果となった

• なお、時間帯間の値差の大小による削減率、削減（kw）の傾向はみられない

PG&E

SCE

SDG&E

デマンドに対する

削減率

削減kW

（kW）

デマンドに対する

削減率

削減kW

（kW）

デマンドに対する

削減率

削減kW

（kW）

5.8%
3.6%

5.3%

2016
summer

2016/2017
Wint er

2017
summer

0.06
0.03

0.06

1.4%

4.4% 3.6%

0.06
0.01

0.04

5.4%
2.3%

4.6%

0.04
0.02

0.03

Rate1

6.1%
3.6% 3.8%

2016
summer

2016/2017
Winter

2017
summer

0.06
0.03

0.06

4.2%
2.9%

4.1%

0.06
0.02

0.06

4.6%

1.7%
4.1%

0.04
0.01

0.03

Rate2

5.6%5.5%
3.5%

2016
summer

2016/2017
winter

2017
summer

0.06
0.03

0.06

3.2%2.7%
4.0%

0.03 0.03 0.05

Rate3Peak time

4pm~9pm

2pm~8pm

4pm~9pm

6pm~9pm

5pm~8pm

4pm~9pm

4pm~9pm

4pm~9pm

-

出所）California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot

時間帯間の

値差

<<

<<

>
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TOUレートへ移行したことによる夏季期間における支払額は増加したが、年間支払額はわずか

に減少する結果となった。また暑い気候地帯では離脱率が高い結果となった。

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program

需要家の

支払額への

影響

• 夏季期間におけるTOUレートの支払額は増加（PG&E、SCE）

• 全ての顧客セグメント・気候地帯において、夏季期間におけるTOUレートの支払額は、通常の支払額より$5~40程度高くなった

• 支払額増加の影響は、暑い気候地帯 > 穏やかな気候地帯 > 涼しい気候地帯 となった

• 年間を通じたTOUレートの支払額はわずかに減少（三社）

• 殆どの顧客において、年間の支払額はわずかに減少した

• なお、特に暑い気候地帯においては、TOUレートの適用により季節的な支払額の変動が大きくなることに注意が必要

顧客離脱に

関する分析

• TOUレートに不満を持つ顧客による離脱率は、細かいセグメントレベルで見るとそれぞれ1~15%程度となり、レートやサービス地域、気

候地域、顧客セグメントによって異なった（2017年9月末時点）

• PG&Eでの離脱率は1~10%、SCEでは0.5~14%、SDG&Eでは1~3.9%

• エリアの気候による離脱率の違いは、暑い気候地帯 > 穏やかな気候地帯 > 涼しい気候地帯 となった

出所）California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot
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（参考）PG&E Pilot Rate

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program ｜ PG&E

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday

Summer Off-Peak(30.7¢) Peak(41.0¢)

Winter Off-Peak(26.1¢) Peak(28.0¢)

Spring Off-Peak(26.1¢) Peak(28.0¢)

Weekend

Summer Off-Peak(30.7¢)

Winter Off-Peak(26.1¢)

Spring Off-Peak(26.1¢)

出所）CPUC “California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot”（2018/3）より作成

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday

Summer Off-Peak(28.6¢) Partial-Peak Peak(43.5¢)

Winter Off-Peak(26.0¢) Peak(28.6¢)

Spring Off-Peak(26.0¢) Peak(28.6¢)

Weekend

Summer Off-Peak(28.6¢) Partial-Peak Peak(43.5¢)

Winter Off-Peak(26.0¢) Peak(28.6¢)

Spring Off-Peak(26.0¢) Peak(28.6¢)

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday

Summer Off-Peak(27.8¢) Peak(55.6¢)

Winter Off-Peak(26.1¢) Peak(28.0¢)

Spring Off-Peak(25.8¢) Super Off-Peak(17.4¢) Peak(34.7¢)

Weekend

Summer Off-Peak(27.8¢)

Winter Off-Peak(26.1¢)

Spring Off-Peak(25.8¢) Super Off-Peak(17.4¢)

Pilot Rate 1

Pilot Rate 2

Pilot Rate 3
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（参考）暑い気候地帯程離脱率が高い（受容性が低い）ほか、

低所得者層と比較して高所得者層の方が離脱率が高いことがわかる

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program ｜ PG&E

◼暑い気候地帯ではピークタイムの価格が高いRate2,3の離脱率が高いが、その他のエリアではその限りではない

Hot Climete Region Moderate Climete Region Cool Climete Region

出所）CPUC “California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot”（2018/3）より作成

*CARE（California Alternate Rates for Energy）：低所得者向けの特別な料金支援プログラム

PG&Eにおける離脱率

低所得者

Rate2,3
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（参考）SCE Pilot Rate

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program ｜ SCE

出所）CPUC “California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot”（2018/3）より作成

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday
Summer Super Off-Peak(23.2¢) Off-Peak(27.8¢) Peak(34.8¢)

Winter Super Off-Peak(22.7¢) Off-Peak(22.7¢) Peak(27.3¢)

Weekend
Summer Super Off-Peak(23.2¢) Off-Peak(27.8¢)

Winter Super Off-Peak(22.7¢) Off-Peak(22.7¢)

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday
Summer Super Off-Peak(17.6¢) Off-Peak(29.1¢) Peak(55.2¢)

Winter Super Off-Peak(17.7¢) Off-Peak(25.5¢) Peak(27.6¢)

Weekend
Summer Super Off-Peak(17.6¢) Off-Peak(29.1¢)

Winter Super Off-Peak(17.7¢) Off-Peak(25.5¢)

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday

Summer Off-Peak(16.3¢) Peak(22.6¢) Super On-Peak(37.0¢)

Winter Off-Peak(18.3¢) Mid Peak(21.1¢)

Spring Off-Peak(18.3¢) Super Off Peak(10.0¢) Peak(25.0¢)

Weekend

Summer Off-Peak(16.3¢) Mid Peak(18.7¢)

Winter Off-Peak(18.3¢) Super Off Peak(10.0¢) Mid Peak(21.1¢)

Spring Off-Peak(18.3¢) Super Off Peak(10.0¢) Mid Peak(21.1¢)

Pilot Rate 1

Pilot Rate 2

Pilot Rate 3
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（参考）暑い気候地帯程離脱率が高い（受容性が低い）ほか、

高所得者層と比較して低所得者層の方が離脱率が高いことがわかる(PG&Eと反対の傾向)

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program ｜ SCE

◼暑い気候地帯ではピークタイムの価格が高いRate3の離脱率が高いが、その他のエリアでは比較的差が小さい

Hot Climete Region Moderate Climete Region Cool Climete Region

出所）CPUC “California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot”（2018/3）より作成

*CARE（California Alternate Rates for Energy）：低所得者向けの特別な料金支援プログラム

SCEにおける離脱率

低所得者 Rate3
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（参考）SDG&E Pilot Rate

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ TOU Pilot Program ｜ SDG&E

出所）CPUC “California Statewide Opt-in Time-of-Use Pricing Pilot”（2018/3）より作成

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday
Summer Super Off-Peak(32¢) Off-Peak(38¢) Peak(62¢)

Winter Super Off-Peak(39¢) Off-Peak(40¢) Peak(41¢)

Weekend

Summer Super Off-Peak(32¢)
Off-

Peak(38¢)
Peak(62¢)

Winter Super Off-Peak(39¢)
Off-

Peak(40¢)
Peak(41¢)

Tariff Season 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Weekday
Summer Off-Peak(36¢) Peak(62¢)

Winter Off-Peak(39¢) Peak(41¢)

Weekend
Summer Off-Peak(36¢) Peak(62¢)

Winter Off-Peak(39¢) Peak(41¢)

Pilot Rate 1

Pilot Rate 2
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PG&Eにおいては、2021年時点でDPへの参加は総世帯の半数程度に留まっているが、

2020年から2021年にかけて急増している。

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ カリフォルニア州 ｜ DRの普及状況（例：PG＆E）

◼ 2021年にかけてDP参加数が増加しているが、 PG&Eにおいて2020年10月~2022年の間に多くの顧客をTOUへ自動的に移行して

いることが理由として挙げられる

出所）EIA “Annual Electric Power Industry Report“Form EIA-861 detailed data files（2017~2021）、PG&E HP（2023/7）より作成

PG&Eにおけるダイナミックプライシングへの参加状況

ダイナミックプライシングに含まれる

料金メニュー

491

24
39

20192017 2018 2020 2021 家庭用の

総メーター数

51
73

228
• Time of Use Prices (TOU)

• Real Time Pricing (RTP)

• Variable Peak Pricing (VPP)

• Critical Peak Pricing (CPP)

• Critical Peak Rebate (CPR) 

単位：万世帯
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一律単価でありながらも市場状況に応じて定期的に単価が変更されるSVTが主流。

過去には固定変動型のEconomy7,10も提供されていたが、現在も提供する小売は少ない

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ イギリス

概要

各種料金への対応状況（新規加入可否）

大手電力会社 大手新電力

一般的な名称
British Gas EDF Energy E.ON Next Octopus Energy

OVO Energy
(+SSE Energy 

Service)

Fixed tariff
• 時間帯に関係なく一律の単価

が設定されており、変更されない
○ × × ○ ×

Standard 

Variable tariff

（SVT）

• 時間帯に関係なく一律の単価

が設定されるが、市場状況に応

じて単価が定期的に変更される

○ ○ ○ ○ ○

Economy7

Economy10

• Economy7はオフピーク時間帯7

時間（通常夜間）、

Economy10はオフピーク時間帯

10時間に安価な単価が設定

× × ×
○

（7のみ）
×

上記以外
• 時間帯に応じて数段階の単価

が設定
× × × × ×

Critical Peak 

Pricing

• 需給ひっ迫タイミングに、高い単

価を設定
× × × × ×

Real Time 

Pricing

• 各コマの卸価格に連動して常時

単価を設定
× × × ○ ×

EV tariff

（TOU）

• EV保有者向けに、夜間等に安

価な単価を設定

• EV以外の家庭需要も料金対象

○

（EV保有者向け）

○

（EV保有者向け）

○

（EV保有者向け）

○

（EV保有者向け）

×

（EV向け制御権型

はあり）

◼ Fixed tariffについては、小売によっては、現状の市場価格変動を考慮して新規顧客への提供は行わないという判断をしている模様

（制度的には可能）

出所）各社HP
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イギリスにおけるEV向けのTOUは、

基本的に、全家庭需要を対象としたEV保有者向けTOUとして提供されている

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ イギリス ｜ EV向けTOU

EV向けTOU

大手電力会社 大手新電力

British Gas
EDF

Energy
E.ON Next Octopus Energy

OVO Energy
(+SSE Energy Service)

Electric vehicle (EV) 

tariffs
GoElectric Overnight Next Drive Octopus Go Charge Anytime

電気料金概要

• 午前12時から午前5時ま

での間に使用する電力に

対して低い価格

（9.4p/kWh）を提供

• 提供電力は再エネ

• 冬季は午前12時から午

前5時まで、夏季は午前1

時から午前6時までの間、

5時間のオフピーク電力

（8p/kWh）を提供

• 提供電力はゼロカーボン

（原発由来）

• 午前12時から午前7時ま

での間に使用する電力に

対して低い価格

（9.5p/kWh）を提供

• 提供電力は再エネ

• 午前12時半から午前4時

半までの間に使用する電

力に対して低い価格

（9.5p/kWh）を提供

• 提供電力は再エネ

• EV充電分を対象に、いつ

でも10p/kWhで充電可

能*

• 充電が必要な時間を設

定すると、最適な時間に

自動で充電を実施

加入条件

• 自宅で充電できるEVを保

有していること

• British Gasのスマメを保有

していること（保有してい

ない場合は無償で設置）

• 自宅で充電できるEVを保

有していること

• 保有しているスマメがEDF 

Energyのシステムと互換

性があること

• 自宅で充電できるEVを保

有していること

• スマメを保有していること

（保有していない場合は

無償で設置）

• 自宅で充電できるEVを保

有していること

• Octopus Energyが接続

可能なスマメを保有してい

ること

• 自宅で充電できるEVを保

有していること

• 保有しているスマメがOVO 

Energyのシステムと互換

性があること

• EVまたはEV充電器が

OVO Energyのシステムと

互換性があること

イギリスにおけるEV向けのメニュー例

出所）各社HPより作成

*いつでも同じ価格のため、TOUでは

ないが、EV向けメニューとして記載





101Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

British Gasが提供しているPeakSaveは、需給状況に応じて顧客に需要増/減を依頼し、その

実績に応じて電気料金を調整する（割り引く）仕組み

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ イギリス ｜ 非コミット型リベート（British Gas）

◼ PeakSave Summer Sundays：夏季中毎週日曜日に、日中5時間半額の電気料金時間帯を設ける

◼ PeakSave Winter：冬季中の需給ひっ迫タイミングに節約を依頼し、節約量に応じて電気料金を割り引く

PeakSave Summer Sundays
の開始

電気の使用

報酬の受け取り

• メールでPeakSave Summer Sundayイベントの連絡が送信され

る

PeakSave Summer Sundays の実施概要

• 11時~16時の間半額で電気を使用できるため、通常より多い電

力使用を行う

• スマートメーターが使用量を計測し、時間内に使用した量の半分を

アカウントにクレジットとして返金

出所） British Gas HP https://www.britishgas.co.uk/energy/peak-save/sunday.html
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なお、23年4月にはスマメ導入加速に向けた法案を施行しており、2030年に向けて低圧・

高圧共にスマメ全面導入を進める他、2025年以降には小売にDP提供義務化を課す予定

海外における料金型DRの普及状況 ｜ 小売電気料金における普及状況 ｜ ドイツ ｜ スマメ普及に向けた施策

◼ 2023年4月に、ドイツ政府はスマートメーター導入を加速するための法案を施行

◼ 2030年までにほぼ全面的なスマメ導入を達成することを目標とし、達成に向けてより短いスパンでの普及率目標も

課している

◼また併せて2025年以降、顧客数に関わらず全ての小売において、ダイナミックプライシングを提供する義務が課され

る

法案におけるスマメ導入に向けた目標

スマメ導入の

義務的期限

普及率目標

20% 50% 95%

家庭需要家

小規模業務・産業需要家

（~10MWh）

小規模発電者（~25kW）

~2025年 ~2028年 ~2030年

大規模業務・産業需要家

（10MWh~）

大規模発電者（100kW~）

~2028年 ~2030年 ~2032年

出所）JETRO https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/05/0e3bb4fcd247b6da.html

ドイツ BMWK（連邦経済・気候保護省） プレスリリース https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/05/20230512-smart-meter-gesetz-

final-beschlossen.html
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“Smart Ready”はヒートポンプやEV充電器に関する文献で言及されているが、

これらの文献において明示的な定義は与えられていない

海外におけるDRready動向調査 ｜ 海外動向の概要 

出所）IEA（2014）”HPP Annex 42: Heat Pumps in Smart Grids”, 

RTPI（2019）”PLANNING FOR A SMART ENERGY FUTURE”

IEA付属書におけるSmart Readyへの言及 RTPIの研究報告書におけるSmart Readyへの言及

3.2 Defining Required Capabilities for Smart-Ready Heat Pump 

Systems

We consider the most important elements of being “smart-ready” (for 

the purpose of this annex) as follows:

1. Connectivity – internet-based likely to become dominant.

2. Communication to and from the HP - ability to measure detailed 

information on current status and ability to communicate this 

externally, and the ability to accept and automatically respond to 

dynamic steering signals.

3. Control – sophistication of algorithms to translate communicated 

data into optimal heat pump performance.

3.2 スマートレディのヒートポンプ機能に求められる能力の定義

我々は（この付属書の目的において）以下が”smart-ready”であることの最も

重要な要素であると考える

1. 接続性：インターネットに接続できる状態であるか

2. ヒートポンプとの双方向通信：現在の状態に関する詳細な情報を測定し、

外部に伝達する能力、および動的な信号を受容し、自動的に応答する能力

3. 制御：通信データを最適なヒートポンプの動作に変換するアルゴリズムの高度

化

原
文

拙
訳

National policy support for electric vehicles

・・・

Taking powers through the Automated and Electric Vehicles Act 

(2018) to ensure that chargepoints are:

• Available at motorway service areas and large fuel retailers;

• easily accessed and easy to use;

• ‘smart ready’ (smart in the sense of being able to transmit and 

receive data and respond to external signals)

・・・

EVに対する英国の政策支援

・・・
自動運転車及び電気自動車法（2018）をもって、EV充電器が

次の事項を満たすことを保証する

• 高速道路のサービスエリアおよび大型のガソリンスタンドで利用可能であること

• アクセスが容易であり、使いやすいこと

• ‘smart ready’であること（smartはデータの送受信や外部信号への応答が

可能という意味である）

・・・

◼ 挙げている要件は相対的な視点としての評価軸に留まり、

”Smart Ready”の状態を明確に定義しようと試みたものではない

点に留意

◼ 自動運転車及び電気自動車法（2018）におけるEV充電器の

充足要件の一部を”Smart Ready”と呼称しているが、”Smart 

Ready”そのものの定義には言及していない点に留意
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SA州、英国、WA州/OR州は機器のDR対応に関する規制を設けており、CA州とEUでは

建築物のDR機能を建築物評価への反映や性能表示に結び付ける試みを行っている

海外におけるDRready動向調査 ｜ 海外動向の概要 

海外のDRready関連制度の現状

CA州（米国）

2022 Building Energy 

Efficiency Standard 

SECTION 110.12 

• 建築物

• DR制御機能の通信プ

ロトコルとして

OpenADRに直接/間

接※に対応建築物の

• フレキシビリティをエネル

ギー効率指標Energy 

Design Rating(EDR)

で考慮

建築物がOpenADR

への直接/間接※の対

応を義務化（主に非

住宅）、エネルギー効

率指標での考慮

SA州（豪州）

Electricity (General) 

Regulations 2012

• エアコン、EV充電器

• 連邦政府のGEMS

法の修正に先立ち、

South Australia州

が単独でAS4755の

該当製品の適合を

義務付け

英国

The Electric Vehicle

（Smart Charge Points）

Regulations 2021

• EV充電器

• 北アイルランドを除く英

国内で販売される、家

庭用・職場用の情報

の送受信が可能なEV

充電器について、スマー

ト機能の具備とオフピー

ク充電の標準設定を

義務付け

EV充電器に対する

スマート機能の具備

とオフピーク充電の

標準設定の義務化

WA州/OR州
（米国）

WAC 194-24-180（WA）

House Bill 2062（OR）

• 電気温水器

• 電気温水器がDR要

件を充足するためにモ

ジュール型の通信ポート

規格である

ANSI/CTA-2045-Aへ

の直接/間接の対応を

義務付け

電気温水器に対す

るDR対応の通信イ

ンターフェース規格

ANSI/CTA-2045-A

への適合の義務化

EU

Energy Performance 

of Building Directive

（EPBD）

• 建築物

• 2018年のEPBD改正に

て建築物のスマート化

指標Smart 

Readiness Indicator

（SRI）の策定が決定

され、一部のEU加盟

国において技術的な実

証が行われている

建築物のエネルギー

効率評価におけるス

マート度合を図る指

標の設定

対象物

概要

制度

規定する

文書

複数機器

機器に対する制度

単一機器 エネルギー効率基準 性能表示

建築物に対する制度

国

※OpenADR 2.0aまたはOpenADR 2.0b仮想エンドノード（VEN）であること、または、メーカーにより認定されたOpenADR 2.0b VENからのDRシグナルに応答する能力を持ち、制御対象の

機器に対して仮想エンドノードが要求に対し自動的に制御すること

豪州

Greenhouse and 

Energy Minimum 

Standards Act 2012

（未改定）

• エアコン、電気温水器、

プールポンプ・コントロー

ラー、EV充電器

• DRに関する豪州規格

AS4755を義務付け

• 政府間協議会の決定

は経ているが、法制化

までは至っていない模

様

機器に対するDR対応の豪州規格AS4755へ

の適合の義務化
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機器に対するDRreadyは、通信機能を求める場合(英)と、通信用物理インターフェースを求め

る場合(豪・WA/OR)があり、DR参加に都合数千円～1万円程度のコストを要するとされる

海外におけるDRready動向調査 ｜ 海外動向の概要 

英国
WA州/OR州

（米国）豪州

物理

インターフェース

通信プロトコル

DRまでに

必要な

こと

通信機器の

設置・接続

通信機能

DRまでに

必要な

コスト*

規定なし 規定規定なし

規定 規定なし

コマンドを指定 規定なし

規定

複数のプロトコ

ルへの対応

DRアグリゲー

ター等との契約

規制対応のた

めのハードウェア

のコストUP

必要（DREDをアグリゲーターが指定）

必要 必要必要

不要必要（アグリゲーターが指定）

通信機器
(アクティベーション)

約7,200円

不要

約3,800～7,600円

約7,600～11,400円 約4,200円***

E3 (2019) “Regulation Impact Statement for 

Decision” 

1AUD＝95円

EPRI (2014) “Economic 

and Cost/Benefit 

Analysis”

約3,500円

約2,100～14,000円

―**

対象機器

規制内容

エアコン、電気温水器、プールポンプ・コン

トローラー、EV充電器
EV充電器電気温水器

（出所、備考）

RJ45のソケットを有するDRED

（Demand Response Enabling. 

Devices）が接続できる

RJ45のソケットを有するDRED

（Demand Response Enabling. 

Devices）が接続できる

On、Off等、指定の制御

モードに対応できるコマンドを

設定

OpenADR, Smart Energy Profile 

2.0(IEEE2030.5), BA Cnet, 

ECHONET Lite等

BPA(2019) “CTA-2045 

Water Heater 

Demonstration 

Report” 1USD＝140円

BEIS (2021) “The Electric Vehicles (Smart 

Charge Points) Regulations 2021: Impact 

Assessment (IA)”

1GBP＝180円

通信ネットワークへの接続ができる

携帯回線、イーサーネット、WiFi等

*機器に関する1台あたりのコスト **「改革コスト」に含まれる ***これ以外にインセンティブ等のコストを想定

機器に対するDRreadyにおける規制対応やDR参加のために必要なコスト
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豪州の省エネ基準GEMS*において、4製品群に関するDRに関する豪州基準AS4755の義務

付ける方向性を2019年に決定。SA州で一部2021年に適合が義務化されている。

海外におけるDRready動向調査 ｜ 豪州・同国SA州 ｜ AS4755対応の義務化

◼豪州では、家庭用太陽光の普及によって太陽光の出力が需要を超える状況が生じ、系統のコスト増、インバーターの

解列の可能性が高まっている一方、住宅及び小規模事業者のDRの参加が困難で、多くの需要家がTOUに参加し

ていない。

◼そのため、アグリゲーターによって需要家の家電の管理によって負荷の管理の規模と信頼性を高めるため、2019年に、

豪州の政府間協議会（COAG：Council of Australian Governments）において、以下の4製品群について、AS 

4755の義務付けを決定（決定においてGEMS法の改定が必要となる可能性を示した）。ただし豪州では、現時点

では法制化には至っていない模様。

①電気温水器（電熱ヒーター式） ②空調 ③EV充(放)電器 ④プールポンプ

◼他方、同国SA州（南オーストラリア州）は連邦政府の検討のスピードが同州の需給の課題に合わないことから、電

力規制（Electricity (General) Regulations 2012）を改正し、先行して空調に関する義務化を決定。

◼なお、現行基準であるAS/NZS 4755.3は、 機器ごとにDRED（Demand Response Enabling Device）と呼ばれ

るアグリゲーターと接続する外部機器との物理的インターフェースについて規定している。

基準 対象製品

AS/NZS 4755.3.1:2014 空調

AS/NZS 4755.3.2:2014 プールポンプ

AS/NZS 4755.3.3:2014 電気温水器

AS/NZS 4755.3.5:2016 蓄電池

注1：2019年時点ではGEMSにおいて、プールポンプ及びEV充電器に関するGEMS

の基準が設定されていなかった。その後、2021年にプールポンプの設定は完了。

注2：AS4755は正式にはAS/NZS4755とされ、ニュージーランド基準にもなっている。

注3：AS/NZS 4755は、改訂版（4755.2）を策定中。

*GEMS：The Greenhouse and Energy Minimum Standards Act 2012

現行の製品別DR基準

出所）Standard Australia HP（https://www.standards.org.au/standards-

catalogue/sa-snz/standards-by-committee?committee=EL-054）
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需要家の受容性、系統の信頼性・安定性への貢献、コストの観点から対象機器を設定。

海外におけるDRready動向調査 ｜ 豪州・同国SA州 ｜ AS4755対応の義務化の対象製品

◼基本的な考え方

⚫ ディマンド・リスポンスは、機器がピーク需要への寄与が大きく、需要が削減できるかどうかに依存する。

⚫ 需要家へのコストや不便さを最小限に運転の変更、スケジュールの変更が行われれば、系統の信頼性、安定性に貢献できる。

⚫ 例えば、電気温水器、プールポンプ、EV充電器のピーク時からのシフトは、消費者の不便は限定的で需要抑制には大きな影

響がある。他方、照明、テレビ、料理などのように、需要家にとって価値が高く、スケジュール変更や代替することができない活動

の自動的な抑制を需要家は許容しない。

対象製品 需要家の受容性 系統の信頼性、安定性への貢献 その他（コスト等）

空調

多くの消費者が経済的なインセンティブと引き換えに、需要が

高いときにサービスレベルを下げることを受け入れる意思があり、

短時間の冷却能力の低下は、ほとんどまたは全く不快感を与

えないことがわかっている。

豪州北部、ニュージーランドでは暖房の電化が進み冬のピーク

を招いている。暖房ではコンプレッサーの停止は許容されにくい

が、出力抑制は快適性を維持できる。

空調は、所得の増加と機器のコストの低下は、新築住宅の

規模の拡大とともに、空調の普及の原因となっている。

家庭用空調は、2004年の酷暑における大量の空調の使用に

よる停電以降、緊急時の負荷低減、停電回避に貢献してき

た。それ以外にも発電量が十分でも、局所的なネットワークも

発生している。

大型の空調は販売台数が少なくユニットあたりの改造コストが

高く、他方より高度な制御を行うEMSを備えていることから対

象外（本規制は19kW未満を対象とする）。

AS/NZS 4755準拠モデルは、同等の非準拠モデルよりも高い

価格が設定されているという証拠はないが、搭載によるコスト

は5～15AUDと保守的に見込んでおり、一般的な家庭用空

調の設置コストの1%以下。

電気温水器

運転をピーク時からオフピーク時へのシフトによる消費者の効用

への影響はわずか。

冬のピーク需要の削減に貢献するだろう。ただし、多くの大型

ユニットは「負荷制御オフピーク料金」を適用しているため、ピー

クへの貢献はしていない。同料金が適用されない小型ユニット

の負荷管理にはDRが唯一の現実的な選択肢。

太陽光の出力が過剰な時に温水器を運転されることもできる。

豪州で年間53万台販売されている電気温水器のほとんどが

現地生産。

搭載のためのコストは約70～80AUDと想定。

ヒートポンプ式と太陽光併設式は費用対効果が低いとするス

テークホルダーの意見があり対象外（本規制は電気抵抗型を

対象する）。

プールポンプ

コントローラ

空調によるピーク発生時に、ポンプの半分がオンになっていると

推定される、夏季のピーク削減に貢献する。

温水器と同様、太陽光の出力が過剰な時にポンプを運転さ

れることもできる。

豪州では年間18万台のポンプが販売されているが、コントロー

ラは寿命が長いため少ない。また、現地製造と輸入品が混在。

DRは、水流を制御する必要がある高機能なコントローラで有

効なため、ポンプに直付けされる単純なコントローラは対象外。

搭載のためのコストは約50AUDと想定。

EV充電器

EV販売台数は現時点で限定的だが、成長し始めると空調の

1990年代の想定外の普及によるピーク負荷問題を繰り返す

リスクがある。これは、数百億AUDの系統のコスト回避に貢献

する。

市場の成長初期にEV充電器にDR機能を搭載させることは、

比較的低コストのリスク管理戦略。

搭載のためのコストは約50AUDと想定。

対象機器とそれらを規制対象とする根拠

出所）豪州・ニュージーランドE3プログラム (2019) “Consultation Paper: ‘Smart’ Demand Response Capabilities for Selected Appliances”
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【参考】豪州/南オーストラリア州でのAS4755義務化の背景

海外におけるDRready動向調査 ｜ 豪州・同国SA州 ｜ AS4755対応義務化の背景

南オーストラリア（SA）州における義務化背景

• 住宅の約30%にPVが搭載されて、ネットの最低需要量は300MW（2020

年10月）となっており、今後も拡大が想定されている（下図） 。夏のピー

クが平均負荷に対して高まっていることも課題。

• 州政府は、連邦政府での義務化について認識・支持しつつも、こうした需給

の問題の深刻化に対するスピードに合わないとして、先行して義務化に踏み

切っている。

ネットの最低需要量の実績と見通し

出所）南オーストラリア州エネルギー・鉱業省 (2020) “Consultation on: Proposed 

Demand Response Capabilities for Selected Appliances in South Australia 

and Proposed Amendments to Local Energy Performance Requirements for 

Water Heaters”

豪州連邦政府における義務化背景

• 電力のピーク需要の伸びはエアコンによるもので、人口増加によりエアコンは

普及し続ける上、豪州の系統運用機関AEMOは、2020年代後半以降、

EV充電がその伸びの主要因になると見込まれている。ダックカーブにより、非

効率性が高まっている。

• 家庭需要家の88%がフラット料金で、ピーク時にコストを意識している人はほ

とんどいない。PV所有者も逆潮にもコストのシグナルが働いていない。

• TOUの未普及は規制の失敗であり対処の必要はあるが、料金以外にも経

済的な負荷管理のサービス、技術に関する市場の失敗がこの問題を複雑に

している。

出所）豪州・ニュージーランドE3プログラム (2019) “Consultation Paper: ‘Smart’ 

Demand Response Capabilities for Selected Appliances”

ロードカーブ例（シドニーBurrun Feeder）
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南オーストラリア州：エアコンのDR関連規格の義務化

海外におけるDRready動向調査 ｜ 豪州・同国SA州 ｜ エアコンのDR関連規格の義務化

◼南オーストラリア州は、連邦で検討されている電気製品のDRへの対応義務化について、検討のスピードが同州の需

給の課題に合わないことから、電力規制（Electricity (General) Regulations 2012）を改正し（2022年1月1日

施行）、先行して空調に関してDRへの対応（ディマンド・リスポンス規格への準拠）を義務化した。

◼ 2023 年 7 月 1 日以降に設置または接続される基準に準拠していないエアコンは、電力系統に接続できない。

項目 内容

目的
太陽光の普及に伴うネット最小需要の減少を解消する需要創出
負荷率の減少による系統の非効率性の解消

対象機器
エアコン（冷房能力19kW以下の単相、三相、単一ダクトのもの。ただし、蒸発冷却方式、移動式、Close Control、電源線によって恒
久的に設置されないエアコンは除く）

対象者 設置事業者

要件

次のいずれかの豪州ディマンド・リスポンス規格への準拠：
AS/NZS 4755.3.1:2014
AS/NZS 4755.2 （発行後）
AS/NZS 4755.3.1.2012 と同等のもの (2025 年 7 月 1 日または AS/NZS 4755.2 の発行後 12 か月のいずれか遅い日まで
の期間に限る）
DRM1（停止または最小負荷）、DRM2（定格の50%の負荷）、DRM3（定格の75%の負荷） の 3 つの DRM *に対応

罰則 10,000AUD（上限）

関連制度 Electricity Act 1996、 Electricity (General) Regulations 2012、AS/NZS4755

*DRM：demand response mode

出所）南オーストラリア州エネルギー・工業省HP（https://www.energymining.sa.gov.au/industry/energy-efficiency-and-productivity/air-conditioners-regulation-

change）、”Consultation on: Proposed Demand Response Capabilities for Selected Appliances in South Australia and Proposed Amendments to Local Energy 

Performance Requirements for Water Heaters”、 ”Electricity (General) Regulations 2012”

規制の概要
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豪州では活発にDRを進めてきた電力会社もあるが、現状一方通行であり、

双方向とし系統運用機関による可視性や市場統合に向けた検討が進められている

海外におけるDRready動向調査 ｜ 豪州・同国SA州 ｜ 豪州における家庭向けDRと標準化動向

Energexによる家庭向けDRサービス

機器 実績 概要

給湯器 13.6MVA

“load control tariff”の促進、業界

への販促費の支払いによる普及促

進

プールポンプ 15.0MVA

販促費の支払いによるoff-peak 

load controlメニューへのスイッチ、5

つ星省エネのポンプの導入促進

空調 20.1MVA

2008年から27,000以上の空調がプ

ログラム（PeakSmart）に参加。強

力な機器供給業界の販売チャネル

構築。

• Energexは、クイーンズランド州が100%出資するユーティリティ会社。

• 同社は、AS4755のDRED（Demand Response Enabling 

Device）によるAFLC（Audio Frequency Load Control )を通

じた制御により、家庭向けのDRサービスを展開。

• なお、AFLCは、送電線で送信された1042 Hzの高周波成分を活

用する通信で接続されている機器のスイッチの開閉ができる（一

方通行）。

出所）Energex (2014) “Demand Management Program 2010-2015”

• 現行の家庭向けのDRは、一方通行であるため接続状況や応動

の確認ができず、こうした機器の状態を系統側に可視化できるよ

うな双方向の通信の検討を進めている。

• 特に、PV等、インバーターベースの標準化、相互運用性から検討

が進んでいる模様。 （温水器と他の畜エネ設備との連携等も

想定）

• 気候変動・エネルギー・環境・水省の元、ESB（安全保障委員

会）が3年間のDER Implementation Planを策定し、 2021年

12月には、DER interoperability assessment frameworkを

策定、interoperability policy standardの策定に取り組み中。

• インバーターの相互運用性は、ARENAのDEIP（Distributed 

Energy Integration Program）のInteroperability Steering 

CommitteeでCommon Smart Inverter Profile Australiaが

策定されている（カリフォルニアのスマートインバーター規格：CSIP

とIEEE2030.5を活用）。

Energexによる家庭向けDRサービス

出所）ESB資料等より作成
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2022年6月末から、充電器の販売においては、

遠隔制御機能、充電時間のオフピークでの初期設定等を義務付けている

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ EVスマート充電設備規制

出所）イギリス政府HP（https://www.gov.uk/guidance/regulations-electric-vehicle-smart-charge-points 2022/11/18時点）等より作成

背景 • イギリス政府は2040年までに新車のCO2排出をゼロとすることから、EVの電力需要に対応し、電力システムに対するEVの影響を緩和するこ

とが必要となっている。

目的 • 系統の電力需要が少ない時、多くの再エネが活用可能な場合にEVの充電をできるようにする。

• 充電ポイントが特定のデバイスレベルの要件を満たし、消費者に対する最小限のアクセス、セキュリティ、情報を確保する

対象 • 英国の家庭または職場環境で使用するために販売されているEVの専用充電器

• “スマートケーブル”（充電器であり、情報を送受信できる電力ケーブル。2022/6/22以前に販売されたもの、急速充電器等は対象外）

義務の範囲 • 販売用の充電器を販売、提供、または宣伝する個人または企業に適用される

• 「販売」には、借用、貸与、リース、贈与が含まれる

• 2022年6月30日以降に交換が行われた場合、保証期間中の交換にも適用される

準拠する

方法

• 充電器は、次の特定のデバイスレベルの要件を満たす必要がある

✓ 情報を送受信する機能、シグナルに応答して充電速度または時間を増やす機能、DRサービス、ユーザーインターフェイスなどのスマート機能

✓ 電力会社の相互運用性により、所有者が電力会社を切り替えた場合でも充電ポイントがスマート機能を維持

✓ 充電器が通信ネットワークに接続されなくなった場合でも充電を継続

✓ 人の健康や安全を危険にさらす可能性のある操作をユーザーが実行しないようにする安全対策

✓ 輸入または輸出された電力と充電が続く時間を測定または計算するための測定システム、この情報の所有者への可視性

✓ 既存のサイバーセキュリティ規格ETSI EN 303 645に準拠したセキュリティ要件

• 充電器は次の条件も満たされている必要がある

✓ オフピークの充電時間（平日8:00-11:00、16:00-22:00以外）を初期設定、所有者が受け入れ、削除、または変更できる

✓ ランダムに充電を遅延させる機能を許可する

• 充電ポイントが準拠しているという保証は、コンプライアンスステートメントと技術ファイル、および法律が施行された日から10年間のすべての販

売の記録を提供することによって利用可能にする必要があります。

EVスマート充電器規制（” Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021”）
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2021年に家庭向けDRのためのスマート機器に関する技術基準を政府主導で策定。

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜家庭向けDRのためのスマート機器に関する技術基準

◼イギリスでは、2021年に”Smart Systems and Flexibility Plan 2021” (SSFP)を策定、政府は業界とこれら技術基

準の普及に取り組むこと、小規模DRの技術的枠組みを構築することをコミット。

◼ SSFPにに基づきスマート機器（ESA：Energy Smart Appliance）の普及と家庭向けのDRサービスを加速させるた

め、一般に公開され誰でも使用できる規格としての公開仕様書（PAS 1878及びPAS 1879）の策定した。

⚫ PAS 1878：機器側の基準（機器の仕様）

⚫ PAS 1879：系統側の基準（運用のためのDRの枠組み）

家庭向けのDR

：5つの対象機器

1 HVAC（空調）

2 冷蔵機器

3 洗浄機器

4 蓄電池

5 EVスマート充電ポイント

商用目線

“called response 

service”の詳細に加え、

その他”routine 

service”を含むDRの枠

組みを特定する

4つの原則

業界ステークホルダーと

標準化を検討する

1 相互運用性

2 データ・プライバシー

3 系統安定性

4 サイバーセキュリティ

互換性

標準が英国スマートメー

ターシステムと互換性が

あるが、義務とはしない

可能な場合は国際的

な標準と整合性を確保

する

イノベーション

4つの原則に従いDR提

供のための最低限のみ

の要件を設定、そのうえ

でイノベーションを可能に

する

PAS 1878及びPAS 1879のスコープ

注：called response service ≒インセンティブ型DR、routine service≒料金型DR

出所）エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）(2023) ” Energy Smart Appliances for Demand Side Response –PAS 1878 and 1879 standards and the Interoperable 

Demand Side Response (IDSR) programme-”
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PASにおいては、アグリゲーター⇔機器間は、OpenADRとの相互運用性を求めている

（PASそのものは義務付けてはいない）

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ PAS 1878及びPAS 1879が想定するアーキテクチャ

◼機器のDRへの対応に関する公開仕様書PAS 1878、1879は、イノベーションの余地を残しつつ、responseによる要

求がどのように送受信され、routineのインセンティブが最適かされるかを規定。

◼DSRSP（DRサービスプロバイダ＝アグリゲーター）に対し、CEM（Consumer Energy Manager＝機器のコントロー

ラー）への通信にOpenADRとの相互運用性を求めつつ、CEM⇔機器に対しては独自の通信を許容している。

⚫ ESA（スマート機器）にはCEMは付属されているが、3rd パーティによる提供も許容されている

⚫ 需要家は、機器ごとのDSRSPを通じたサービスを受け、特定機器の専門DSRSPも想定されている

PAS 1878及びPAS 1879が想定するシステムアーキテクチャ

*OCCP：Open Charge Point Protocol（EV充電器の規格）

出所）エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）(2023) ” 

Energy Smart Appliances for Demand Side Response –PAS 

1878 and 1879 standards and the Interoperable Demand 

Side Response (IDSR) programme-”

A：相互運用性（OpenADRとの相互運用性を求める）

B：独自（例えば、OCCP等ESA専用）

M：スマートメーター向け（オプション）

• OpenADRの相互運用性を保証することで需要家による選

択が可能となる

• PASにおいては、OpenADRへのマッピングされた構造を提供
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PAS1878では、DR運用にかかるシステム・機器が具体的に満たすべき最低要件を複数の

粒度で規定しており、特に情報通信には通信プロトコルとしてOpenADRを推奨している

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ PAS1878/79の章立て

1. スコープ

2. 参考文献

3. 用語/定義/略称

4. ESAの構造

• システムアーキテクチャ内で、ESA, CEM, DSRSP, HEMSなどの

各役割を概説。

5. 通信とメッセージ

• DSRSP, ESA, HEMSそれぞれとCEMとの間のインターフェース

A, B, Cなどへの最低要件を詳細に説明。OpenADRを推奨。

5.1 各インターフェース（A, B, …）で行われる通信情報の概説

5.2 情報通信全般に関する簡単な規定

5.3 インターフェース間の情報の流れ

5.4 上記5.3でモデル化された各情報の詳細

5.5 DRの柔軟性を確保するために伝達する情報

5.6 ESAによる消費電力量測定能力の要件

6. サイバーセキュリティ

• プライバシー保護やソフトウェアアップデートなど関する、

広範なセキュリティ要件を規定。

7. ESAの一般要求事項

• ESAの起動/シャットダウン時の条件、提供データの要件、通信不

良時のオペレーションなど、ESA全般に求められる最低要件を14

の項に分けて規定。

8. ESAの特定要求事項

• 上記7. に加えて、EV、蓄電池、HVACそれぞれで要求される

事項。

PAS1878 の章立て

0. 導入

上述

出所）BSI, PAS1878（2021）
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PAS1879では、系統の各事業者にPAS1878への対応を推奨することを前提に、事業者が

柔軟なDR運用を行うための最低要件を規定している。

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ PAS1878/79の章立て

0. 導入

2. 参考文献

3. 用語/定義/略称

4. 家庭用DRに関わる事業者

• PAS1878の規定を前提とした、各事業者に求める要件を概説。

4.1 TSO

4.2 DNO

4.3 DSRSP

4.4 発電業者

4.5 ESAのメーカー

4.6 各国の規制当局

6. セキュリティ要件

• データプライバシー（8章）、電力のセキュリティ（9章）、サイバー

セキュリティ（10章）共通で考慮すべきセキュリティ要件。

7. 相互運用性

7.1  本規定の目的

• 消費者の選択の自由を維持することを目的として言及。

7.2 家庭用DRサービス提供に採用されるべき取組み

7.2.1 ベンダーによる需要家の囲い込み防止

7.2.2 DRサービスプロバイダーを容易に変更できる設計

7.3 PAS1878に適合するための取組み

• インターフェースAの仕様を念頭にシステム・サービス設計を

行う必要性を言及。

8. データプライバシー5. 家庭用DRにおける4要件

DSRSPが満たすべきハイレベルな要件について概説。

5.1 相互運用性

5.2 データプライバシー（8章で詳細化）

5.3 電力網の安定性（9章で詳細化）

5.4 サイバーセキュリティ（10章で詳細化）

9. 電力網の安定性

10. サイバーセキュリティ

PAS1879 の章立て

1. スコープ

出所）BSI, PAS1879（2021）

上述
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【参考】PAS規格の概要と位置付け

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ （参考）PAS規格の概要と位置付け

出所）BSI BUSINESS STANDARD JAPAN Winter 2013 Vol.28

（https://www.bsigroup.com/LocalFiles/ja-jp/PAS/PAS_standard_BSJ.pdf）
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「相互運用可能なDR」に向けた補助金プログラムでは、主にPAS 1878/79の相互運用性の

実証が行われた。

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ PASの活用を促進する実証事業①

Stream プロジェクト名称 事業者 予算(£) 概要

Stream 1

PAS1878・1879の

基準に基づいた相

互運用が可能な家

電の開発・実証

Energy Smart Heat Pump
Samsung 

Electronics UK等
510K

SamsungとPassive UKが協力し、ヒートポンプによるDRサービス技術

を設計・開発する。

Project DSRR
Green Energy 

Options等
1,492K

主にヒートポンプ・EV充電器を接続するゲートウェイを家庭に設置し、家

庭におけるメリットを分析。

PAS-DSRFlex Landis & Gyr 823K EV・家庭用蓄電池の系統接続に向けた設計・開発。

Zen Smart IDSR

Interoper ability

System 

Mechanics等
1,399K

ESA、CEM、DSRSPプラットフォームを統合し家庭用EV充電器を使っ

たDR運用実証。

Interoperable Residential 

Energy Flexibility (IREF)

Centrica Business 

Solutions UK等
671K

蓄熱設備、暖房、ヒートポンプ、EVなど複数のスマート家電を用いた

DR実証。

Tomorrow’s Homes 

Today
Voltalis UK等 934K

スマート家電や、改良を加えて通信できるようにした家電をDRすること

に対するフィージビリティ調査。

Stream 2

英国規格のスマート

メーターシステムを通

じた相互運用が可

能な家電の開発・

実証

SmartDSRFlex Landis & Gyr 1,293K
EV・家庭用蓄電池を接続した英国規格のスマートメーターシステムにつ

いて、セキュリティ面やDRプロバイダの切り替え可能性を実証。

ChameleonFIP
Chameleon 

Technology (UK)
1,121K

既存のEV充電器を、英国規格のスマートメータ―に統合するための実

証。

Stream 3

相互運用の実現可

能性調査

ー ー 25K
Stream1, 2 で実証された一連のソリューションを評価するために、専門

家を交えて検討を行う。

出所）英国政府HP (https://www.gov.uk/government/collections/interoperable-demand-side-response-programme)

◼ Stream1 ではPAS 1878/79 基準の開発・実証、Stream2 では英国規格のスマートメーターシステムの相互運用可

能性について開発・実証がなされている。

Flexibility Innovation Programme の構成
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【参考】英国のSmart Appliance規制

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ （参考）英国のSmart Appliance規制

出所）BEIS (2018) 

“Proposed primary 

regulation of smart 

appliances: 

consultation stage 

impact assessment”

A：規格＆ラベリングのボランタリーな対応

B：スマート家電に関する規格の義務化とラベリング

C：家電に対するスマート規格の義務化とラベリング

D：当面ボランタリー、将来義務化
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英国：ESAの相互運用性とセキュリティに関する政府方針

海外におけるDRready動向調査 ｜ 英国 ｜ ESAの相互運用性とセキュリティに関する政府方針

◼賢く、安全で柔軟性の高い電力システムを実現するため、特定の電気器具に対して、ESA（Energy Smart 

Appliance）としてPAS1878への準拠を求めるほか、特に温熱システム（ヒートポンプ給湯器・蓄熱暖房・蓄熱器）

に対しては、「スマート機能」を求める方針を掲げた。

◼そのために、ESAに関する要求及びアグリゲーターに対する許認可を行う政府の権利が、 2023年11月に成立した

エネルギー法2023（Energy Act 2023）に盛り込まれている。

項目 内容

目的 安全かつ柔軟性の高い電力システム構築の実現

対象機器 ESA（EV充電器、蓄電池、蓄熱器） ヒートポンプ給湯器、蓄熱式ヒーター、蓄熱器

対象者 機器メーカー 電力サプライヤー 販売者等※

要件

• PAS1878に基づき策定され

た、標準への準拠を義務

付け

• ETSI303 645に基づく最低

限のサイバーセキュリティ要件

への準拠を義務付け

• インターネット上で時間帯別
料金データを共通のフォー
マットで公開利用可能にな
るよう義務付け

• 「スマート機能」（DR制御が可能であること）の義務付け
2026-27年を目途に実施する計画で、通信機能やDRの制御方法に
具体的な仕様は求めない方針。セキュリティに関しては今後検討を進める
予定。

罰則 （未検討） （未検討）

関連制度 Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021、Energy Act 2023

出所）エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）(2023) “Delivering a smart and secure electricity system Government response to the 2022 consultation on 

interoperability and cyber security of energy smart appliances and remote load control”

政府方針の概要（2023）

※本コンサルテーションには明示されていないが、スマートEV充電器規制では販売者、提供または広告する個人及び企業とされている。
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DR制御を可能ワシントン州及びオレゴン州では新たに販売される電気温水器に対し、

にする通信規格CTA-2045の採用が義務付けられた。

海外におけるDRready動向調査 ｜ WA州/OR州（米） ｜ 電気温水器のDR対応義務化

出所）Washington State Building Code Council：https://sbcc.wa.gov/sites/default/files/2021-08/099_Rev2_DR_%20water_heaters%20_081921.pdf

Washington State Legislature HP：https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.260.080 https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=194-24-180, 

Oregon Code Amendment Proposal Application：https://www.oregon.gov/bcd/codes-stand/Documents/reach/proposal-08.pdf

Oregon Legislative Information：https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB2062/Enrolled より作成 

ワシントン州におけるDR対応義務化概要 オレゴン州におけるDR対応義務化概要

給湯器は、様々な建築物において、大幅な負荷シフトとエネルギー貯蔵能力を

提供することができる。

送電網のフレキシビリティは、電力システムの脱炭素化に不可欠な要素である

ため、建物エネルギーの有意義な脱炭素化を実現するための基盤のひとつ。

DR信号に応動できるDR制御により、建築物は発電量に合わせた負荷調整が

できる。これは、需要が高いときにはエネルギー使用を抑制し、低いときには余

剰発電量を空調や給湯などの建築物の業務に利用するという形で実現される。

需要制御機能は、建築物にとって将来的なコスト削減の機会にもなる。多くの

電力会社が、自主的なプログラムにとどまらず、需要形成のためのツールとして、

電力の時間帯別料金の利用を拡大している。需要に応じた制御装置の設置

により、ビルのテナントやオーナーは光熱費をより適切に管理できるようになる。

給湯器は、様々な建築物において、大幅な負荷シフトとエネルギー貯蔵能力を

提供できる。

送電網のフレキシビリティは、建築物のエネルギーの有意義な脱炭素化を達成

するための基盤のひとつであり、送電網の脱炭素化に不可欠な要素。太陽光

発電や風力発電のような非化石電源は、一日/一年を通して生産量が変化

する。DR信号に応動できるDR制御により、発電量に合わせた負荷調整ができ

る。これは、需要が高いときにはエネルギー使用を抑制し、需要が低いときには

余剰発電量を空調や給湯などの建築物の業務に利用するという形で実現さ

れる。

規
制
の
背
景

概
要

ワシントン州法省エネ規制（Revised Code of Washington, Chapter 

19.260 - ENERGY EFFICIENCY）

• 2021 年1月1日以降製造

• 定格貯水量 40～120 ガロン

• 定格入力 12kW 以下

• 最高給湯温度が 82℃未満

• 以下に準拠したモジュール式DR通信ポートを有していなければならない： (i) 

ANSI/CTA-2045-A通信インタフェース規格の2018年3月版、または同等品、

および (ii) ANSI/CTA-2045-Aアプリケーション層要件の2018年3月版。

• 収集された顧客情報は州法19.29A.100及び19.29A.110に従う

対
象

基
準

オレゴン州規則省エネルギー基準（Oregon Administrative Code, Chapter 

330,Division 920 Minimum Energy Efficiency Standards for State-

Regulated Appliances and Equipment）

• 2023年7月1日以降製造

• 定格貯水量が40～120 ガロン

• 定格入力12kW 以下

• 最高給湯温度が 82℃未満

• 以下に準拠したモジュール式のDR通信ポートが必要：(A) ANSI/CTA-

2045-A 通信インターフェース規格の2018年3月版、または同省が同等と判

断した規格。(B) 2018 年 3月版の ANSI/CTA-2045-A アプリケーション層

要件。

• 適合していることを示すラベルまたはマーキングを付けなければならない。

制
度
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米国WA州：電気温水器のDR関連規格の義務化

海外におけるDRready動向調査 ｜ WA州/OR州（米）｜ 電気温水器のDR対応義務化

◼米国ワシントン州（WA州）では、電気温水器に対して規格への準拠（ディマンド・リスポンス通信ポートの設置）

を求め、準拠しない製品の販売または設置はできないこととなっている（ワシントン州規則2020年2月6日施行）。

◼隣接するオレゴン州でも同様の機器、要件で義務化されている。

項目 内容

目的 再エネの変動に対応するための系統のフレキシビリティの確保

対象機器
電気温水器（2023年1月1日*以降に製造された定格貯水量が 40～120 ガロン、定格入力が 12kW 以下のもの。ただし、給湯温
度が82℃以上のもの、3相を利用するもの、ASME規格に準拠するもの、 ANSI/CTA 2045-A または ANSI/CTA 2045-B レベル 1 
に準拠しDRシグナルを受け運転を開始できるものを除く）

対象者 製造業者、販売業者

要件

以下に準拠したモジュール式ディマンド・リスポンス通信ポート
(i) ANSI/CTA-2045-Aの通信インタフェース規格または同等品
(ii) ANSI/CTA-2045-Aのアプリケーション層要件
インタフェース規格およびアプリケーション層の要件は、2018年3月かそれ以降に制定されたバージョン
準拠していることを示すラベルの製品への表示

罰則 当局からの警告。繰り返した場合には250USD/日以下の罰金。

関連制度 ANSI/CTA-2045

出所）ワシントン州電気器具規格（ワシントン州規則WAC 194-24-020、194-24-070、194-24-180）

規制の概要





140Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

2022年における建築物エネルギー効率基準の中で、DR制御が求められる建物につき、

DR制御の通信プロトコルとしてOpenADRに対応することが義務付けられている

海外におけるDRready動向調査 ｜ CA州（米）｜ 建築物エネルギー効率基準

SECTION 110.12 – MANDATORY REQUIREMENTS FOR 

DEMAND MANAGEMENT

Buildings, other than healthcare facilities, that install or are required to 

install demand responsive controls shall comply with the applicable 

demand responsive control requirements of Sections 110.12(a) 

through110.12(e).

a. Demand responsive controls.

1. All demand responsive controls shall be either:

A) A certified OpenADR 2.0a or OpenADR 2.0b Virtual End 

Node (VEN), as specified under Clause 11, Conformance, in 

the applicable OpenADR 2.0 Specification; or

B) Certified by the manufacturer as being capable of 

responding to a demand response signal from a certified 

OpenADR 2.0b Virtual End Node by automatically 

implementing the control functions requested by the 

Virtual End Node for the equipment it controls.

2. All demand responsive controls shall be capable of 

communicating with the VEN using a wired or wireless 

bidirectional communication pathway.

3. RESERVED

4. When communications are disabled or unavailable, all demand 

responsive controls shall continue to perform all other control 

functions provided by the control.5. Demand responsive control 

thermostats shall comply with Reference Joint Appendix 5 (JA5), 

Technical Specifications for Occupant Controlled Smart 

Thermostats.

・・・

Title 24（Building Energy Efficiency Standard）におけるOpenADRへの言及内容

出所）California  Energy Commission（2022） 

第110条12項 – 需要コントロールにおける必須条件

医療施設以外の建物で、ディマンド・リスポンシブコントロールを設置する、また

は設置が義務付けられている建物は、110.12 (a) から110.12 (e) の該当する

DR制御要件に適合しなくてはならない

a. DR制御

1. すべてのDR制御は、次のいずれかの必要がある：

A) 該当するOpenADR 2.0仕様の「条項11. 適合性」で

指定されているように、認定されたOpenADR 2.0aまたは

OpenADR 2.0b仮想エンドノード（VEN）であること

B) メーカーにより認定されたOpenADR 2.0b仮想

エンドノードからのDRシグナルに応答する能力を持ち、

制御対象の機器に対して仮想エンドノードが要求に対し自動

的に制御すること

2. すべての需要応答制御は、有線または無線の双方向通信経路を

使用してVENと通信する能力を持たなくてはならない

3. -

4. 通信が無効または利用できない場合、すべての需要応答制御は、

制御が提供する他のすべての制御機能を継続して実行しなくてはな

らない

5. 需要応答制御のサーモスタットは、使用者制御型スマートサーモス

タットに関する参照共通付録（JA5）の技術仕様に準拠しなくて

はならない

・・・
※細かい機器について要件を求める条項が続く



141Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

カリフォルニア州では建築物省エネ基準2019において、住宅のエネルギー性能を示す指標とし

て、フレキシビリティを含め評価されるEDR（Energy Design Rating）を導入している。

海外におけるDRready動向調査 ｜ CA州（米）｜ 建築物省エネ基準

EDRの概要

• 住宅の省エネ性能と太陽光及びフレキシビリティによる「PV＋

Flexibility」性能によって算出される1平方フィートあたりのTDV（時

間で最適化されたエネルギー消費量）に基づき算出される。

• フレキシビリティを高める方策は、蓄電池、空調、電気温水器等の

対策が例示されている。

• EDRは、連邦の省エネ基準となっているIECC 2006

（International Energy Conservation Code）を

100、ZNE住宅をゼロとする指標で、 ZNE（Zero 

Net Energy）に近いかを示す。

注：上記のEDRは、現行の建築物省エネ基準2022の「EDR2」に該当。

出所）CEC “EDR Fact Sheet” https://www.energy.ca.gov/sites/default/files/2021-09/2021%20-%20CEC%20-

%20Energy%20Design%20Rating%20Factsheet_V3_ADA.pdf、Energy Code Ace “EDR Fact Sheet”

https://energycodeace.com/download/38361/file_path/fieldList/FactSheet.ResidentialEDR2019、CEC 

“Building Energy Efficiency Standards for Residential and Non-residential Buildings” より作成

EDRの構成
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2018年のEPBD*改正によって導入されたSmart Readiness Indicatorは、建築物の

スマート化を促進するための任意の枠組みであり、現在導入に向けた試みが実施されている

海外におけるDRready動向調査 ｜ EU ｜ EPBDの改正：SRIの策定

EPBD（2010/31/EU）の改正 SRIの概要

Article 8 
・・・

The Commission shall, by 31 December 2019, adopt a delegated act in 

accordance with Article 23, supplementing this Directive by establishing an 

optional common Union scheme for rating the smart readiness of 

buildings. The rating shall be based on an assessment of the capabilities of 

a building or building unit to adapt its operation to the needs of the 

occupant and the grid and to improve its energy efficiency and overall 

performance. In accordance with Annex Ia, the optional common Union 

scheme for rating the smart readiness of buildings shall:

a. establish the definition of the smart readiness indicator; and

b. establish a methodology by which it is to be calculated.

・・・

◼ 当該指令では、SRI（Smart Readiness Indicator）の定義および

計算手法を定める方向性を明示

第8条
・・・

欧州委員会は、2019年12月31日までに建物のスマートレディネスの状態を評価する

ための任意の欧州連合の共通枠組みを確立することによって本指令を補足する、第

23条に従って委任法を採択するものとする。評価は、居住者およびグリッドのニーズに

その動作を適応させ、エネルギー効率および全体的な性能を改善するための建物また

は建物ユニットの能力の評価に基づくものとする。付属書Iaに従い、建物のスマート対

応度を評価するための任意の欧州連合の共通枠組みは、次の通りとする

a. SRIの定義を確立する

b. SRIが計算される方法論を確立する
出所）European Commission（2020）” FINAL REPORT ON THE TECHNICAL 

SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF A SMART READINESS INDICATOR 

FOR BUILDINGS”

◼ 3つの主要機能の遂行能力に応じて建築物のスマート化度を評価

1. エネルギー効率と総合的なパフォーマンスの最適化度合い

2. 居住者のニーズに合わせた運用能力（健康、快適性、

well-beingなど）

3. 系統からの指令への応答（エネルギーフレキシビリティ、需要応答、

システム統合）

参考：SRIのグラフィックデザインの一案

出所）Official Journal of the European Union（2018）https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844

出所）European Commission “SRI-Factsheet” 

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/items/740644/en

*energy performance of buildings and Directive
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「家庭におけるエネルギー消費のウェイトが大きい機器として、ヒートポンプ式給湯器、家庭用

ルームエアコン、家庭用EV充(放)電器についての通信機能の搭載状況・規格を確認した

国内の機器の現状調査

出所）ECHONET HP、各社HP、各社カタログ、ニチコン（2023）

家庭用EV充(放)電器 家庭用ルームエアコン ヒートポンプ式給湯器

通信機能

コンセントタイプは通信機能がなく、

充電ケーブル搭載タイプの中には一部

通信機能を具備する製品が存在する

ハイエンド製品は遠隔操作が可能な

通信機能が標準搭載されており、

ミドル・ローエンド製品も通信機能を

外付け可能な製品が多い

大手各社の2023年モデルが

リモコンを介して標準的に

通信できる機能を有している

具体事例

パナソニック

• 有線LAN接続によって通信機能を

備えられる機器連携タイプが存在

デルタ電子

• 家庭用充電器「Q-VEC」を提供し、

通信

ニチコン

• 家庭向けのV2Hを販売しており、

プレミアムモデルはDR制御が可能

パナソニック

• ハイエンドの2023年モデルは無線

LANを内蔵。ミドル・ローエンドの

製品の多くも通信アクセサリを

外付可能

ダイキン

• ハイエンドの2023年モデルは無線

LANを内蔵し、接続アダプタの

外付も可能

パナソニック

• 全ての2023年モデルがHEMS対応

の中核機器「AiSEG」を通じた通信

が可能

ダイキン

• 全ての2023年モデルが通信機能を

具備

三菱電機

• 2023年モデルは給湯専用の一部

製品を除きスマホを用いた遠隔操

作が可能

ECHONET Liteの

対応状況

• 通信機能を搭載している場合、

原則としてECHONET Lite規格に

準拠している

• 通信機能を搭載している場合、

原則としてECHONET Lite規格に

準拠している

• 通信機能を搭載している場合、

原則としてECHONET Lite規格に

準拠している

各製品のDRreadyの対応状況

ECHONET Lite

対応機器の

累計出荷台数※1

約4,800万台

（業務用エアコン等も含む）

約3,300台

（急速充電器等も含む）

約420万台

（電気・ガス合計）

※1 2022年度までの累計
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事業者ヒアリング結果概要まとめ ～1/3

（参考）低圧DRアグリゲーションに関するヒアリング まとめ

大項目 小項目 各事業者の主要なご回答

低圧リソースをDR活用する

上での必要な機能

活用を検討している低

圧のDRリソース

家庭用蓄電池 全事業者（4件）が活用を想定

エネファーム 半数以上の事業者が活用を想定

エコキュート 半数以上の事業者が活用を想定

EV充電器 半数以上の事業者が活用を想定

EV充放電器 全事業者（4件）が活用を想定

空調設備 半数以上の事業者が活用を想定

DRを実施するうえでの

必須機能

• 外部サーバーとの通信機能

• サーバーから指令を受けて機器を遠隔制御する機能

• 機器のデータを取得する機能

• 蓄電池・EV：充放電の電力量やSOCのデータは必要

• 各種市場活用するリソース：各種市場で活用するために必要な機能（需給調整市場・容量市場の

場合、計量法に基づいた計量機能等）

DRを実施する上で必

須ではないが、あると有

益な機能

• 蓄電池・EVにおける電力量やSOC情報や、エコキュートのタンク残存量や現在の運転モード、お湯を沸かす時

間等、機器の状態・使われ方に関する詳細情報を取得する機能

• エコキュートでは、お湯を沸かすためにどれくらい時間がかかるか、いつ稼働させる必要があるかわかると、い

つDRできるか把握できる

• サーバーからリソース側での手動操作を禁止する機能

• 例えばEVでは、卸市場価格が高いときは充電器に繋いで充電ボタンを押しても充電されないように

する機能があった方が便利である

• サーバーからの指令をリソース側がブロックする安全機能

• エコキュートの例において、湧き上げの停止制御を行った場合でも、残湯量が一定程度低下した場合に

は湧き上げ運転を行う安全機能
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事業者ヒアリング結果概要まとめ ～3/3

（参考）低圧DRアグリゲーションに関するヒアリング まとめ

大項目 小項目 各事業者の主要なご回答

低圧リソースを活用したビジ

ネス

想定している取引の類

型

※ERABガイドラインp.6

における「インセンティブ

型ＤＲ（下げＤＲ）

の分類」における類型

類型1① 全事業者が想定

類型1②
小売機能を持つ

アグリが想定

• 類型1②、類型2②だと、アグリゲーターと需要家の契約に

なるため純粋なアグリだと精算が難しい。高圧の大型需要

家であれば可能だが、低圧の需要家に対して小売を兼ね

ていないアグリゲーターが契約するのは困難

類型2① 全事業者が想定

類型2②
小売機能を持つ

アグリが想定

想定している収益源

需給調整市場 全事業者が想定

• 機器点計測が可能になる時期を考えると、需給調整市

場が収益源となるのは2026年以降

• 現状リソースが十分に集まっていないため、十分な収益源

にはなっていない。需要家にメリットを伝えてリソースを束ね

るのは難しい

容量市場 全事業者が想定

卸電力市場 全事業者が想定

BGのインバランス

低減

小売機能を持つ

アグリが想定

• BGのインバランス低減は想定していない。再エネアグリであ

れば計画に比べてリアルタイムの発電量が過剰なのか不

足しているのかでインバランス低減をすべきか判断できるが、

小売の場合はアグリがリアルタイムの需要データを得ること

は難しく、判断が難しい

調達コスト削減 全事業者が想定

需要家の電気料金 一部事業者が想定
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【参考】工場等判断基準WGにおける電気需要最適化評価原単位の算出の指針

電気需要最適化原単位について ｜ （参考）工場等判断基準WGにおける電気需要最適化評価原単位の算出の指針

出所）2022年度第3回工場等判断WG「改正省エネ法に基づく措置について」
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【参考】工場等判断基準WGにおける電気需要最適化評価原単位の算出の指針

電気需要最適化原単位について ｜ （参考）工場等判断基準WGにおける電気需要最適化評価原単位の算出の指針

出所）2022年度第3回工場等判断WG「改正省エネ法に基づく措置について」
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事業者にヒアリングを行い、様式案の検討を行った

DRの実施量の報告に関する検討 ｜ DR実施状況の報告に関するヒアリング

1 ディマンド・リスポンスに関する取組の現状

⚫ 現在、ディマンド・リスポンスに取り組まれているでしょうか？

⚫ どのような機器、容量をリソースとし、そのリソースをどのように（卸市場、容量市場、経済DR等）活用されてらっしゃいますでしょうか？

2 【来年度向け】 「高度なDR」等の報告内容の実務上の課題

「アグリゲーターとの契約有無」「最大供給容量」に関するご報告について

⚫ 来年度（2024年度の実績に関する2025年の報告）、実施の「日数」に加え、「アグリゲーターとの契約有無」「最大契約容量」（上げ、下げそれ

ぞれ）についてもご報告いただこうと考えています。

⚫ 現在、DRの実績について、どのような情報（30分ごとのkWの実績等）をどのように把握されていらますでしょうか？

⚫ 需要家さんがこれらについてご報告いただく際に課題はありますか？

⚫ アグリゲーターさんがこの報告についてご協力いただけそうでしょうか？

「高度なDR」に関するご報告について

⚫ ご報告いただく内容や、その算定方法等について課題はありますか？

⚫ 特に「上げDR」について、ご報告いただけるような取組はありますでしょうか？

3 「電気の需要の最適化」に関する報告による事業者のモチベーションへの効果

⚫ こうした「高度なDR」をご報告いただくことは、ディマンド・リスポンスの普及に対する需要家さんのモチベーションになっていると考えて良いでしょうか？

4 【今年度向け】「電気需要最適化を踏まえた電力使用量」算出のためのツール（作成中）に関するご意見

⚫ 今年度の定期報告（2024年報告）において報告いただく「電気需要最適化を踏まえた電力使用量」について、後ほどメール（クリプト便）でツー

ル（Excel）とマニュアルをお送りいたしますので、使い勝手等でご意見を頂ければと思います。

5 その他ご意見、ご要望
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様式案：高度なDR（任意）

DRの実施量の報告に関する検討 ｜ ヒアリングを踏まえた様式案

出所）資源エネルギー庁「2023年度第1回 工場等判断基準ワーキンググループ 資料4」 2023年11月21日
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次世代の分散型電力システムに関する検討会を以下の通り開催した。

検討会運営

次世代の分散型電力システムに関する検討会開催状況

開催日時 主な議題

第7回

2023年6月14日

• 今年度の進め方について

• 需給調整市場における低圧リソースの活用・機器個別計測に向けた残論点について

• 次世代スマートメーターを活用した分散型リソースの取引ルールについて

第8回

2023年8月22日
• 需給調整市場における低圧小規模リソースの参入及び機器個別計測の適用に係る詳細検討について

• 海外の電気料金型 DR の取組事例について

第9回

2024年3月5日

• 次世代スマメを活用した分散型リソースの取引ルールに関して

• 調整金（仮称）について

• ディマンドリスポンス等の拡大に向けた予算状況について

• NEDO 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(FLEX DER)事業の進捗報告

• エネルギーリソースアグリゲーション事業協会(ERA)設立に関する報告






